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国立公文書館所蔵『監獄則案聴訟規則』について

1
　
は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
〉

　
明
治
五
年
一
一
月
二
八
日
、
太
政
官
第
三
七
八
号
布
告
と
し
て

　
　
　
　
　
ハ
　
レ

「
監
獄
則
井
図
式
」
が
頒
布
さ
れ
た
。
該
布
告
は
、
全
国
一
律
の
監

獄
制
度
の
確
立
を
念
頭
に
置
い
て
定
め
ら
れ
た
日
本
で
初
め
て
の
法

令
で
あ
り
、
本
法
令
こ
そ
が
い
わ
ゆ
る
「
文
明
的
」
・
「
近
代
的
」
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
レ

監
獄
制
度
を
日
本
に
導
入
す
る
契
機
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
日
本
の
近
代
行
刑
史
（
監
獄
制
度
史
）
を
あ
つ
か
う
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

で
「
監
獄
則
井
図
式
」
に
言
及
し
た
著
作
・
論
文
は
数
多
く
、
ま
た

条
文
ご
と
の
意
味
内
容
や
典
拠
、
あ
る
い
は
運
用
実
態
な
ど
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ゆ
へ

て
も
、
一
部
の
先
行
研
究
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が

そ
の
一
方
で
「
監
獄
則
井
図
式
」
の
編
纂
過
程
に
つ
い
て
は
、
史
料

の
欠
如
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
次
節
で
ふ
れ
る
と
お
り
、

詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
。

り
わ
け
、
「
監
獄
則
」
の
草
案
が
完
成
し
て
か
ら
頒
布
に
い
た
る
ま

で
の
経
緯
や
、
「
監
獄
則
」
の
草
案
そ
の
も
の
、
お
よ
び
頒
布
さ
れ

る
ま
で
に
行
わ
れ
た
審
査
・
修
正
の
内
容
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で

あ
る
と
い
っ
て
も
過
、
高
で
は
な
い
。

　
そ
う
し
た
中
で
こ
の
た
び
見
玉
は
、
国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
『
監
獄
則
案
聴
訟
規
則
』
と
題
す
る
一
簿
冊
の
存
在
に
着
目
し
、

そ
の
内
容
を
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
本
史
料
は
明
治
五
年
一
一
月

二
八
日
に
頒
布
さ
れ
た
「
監
獄
則
井
図
式
」
、
お
よ
び
明
治
六
年
七

月
一
七
日
に
太
政
官
第
二
四
七
号
布
告
と
し
て
定
め
ら
れ
た
「
訴
答

　（7

）

文
例
」
の
編
纂
途
ヒ
に
あ
る
一
草
案
と
お
ぽ
し
き
内
容
を
も
つ
も
の

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
特
に
前
半
部
分
に
掲
げ
ら
れ
た

必
ず
し
も

　
　
　
と

【
’
ワ
】1



法学研究80巻3号（2007：3）

「
監
獄
則
案
」
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
「
監
獄
則
井
図
式
」
を

め
ぐ
る
従
来
の
研
究
に
お
い
て
全
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
な
く
、

か
つ
、
同
法
令
の
編
纂
過
程
や
草
案
、
さ
ら
に
は
修
正
内
容
の
手
が

か
り
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
に

　
（
8
）

至
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
霞
・
見
玉
の
両
名
に
よ
っ
て
本
史

料
中
の
「
監
獄
則
案
」
を
中
心
に
検
討
を
加
え
、
簿
冊
の
性
質
、
お

よ
び
「
監
獄
則
案
」
の
成
立
時
期
な
ど
の
基
礎
的
な
事
項
に
つ
い
て

ま
と
め
る
と
と
も
に
、
近
代
行
刑
史
研
究
の
分
野
に
お
い
て
、
本
史

料
の
も
つ
意
義
に
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
加
え
て
、
「
監
獄
則
案
」

を
、
『
法
規
分
類
大
全
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
監
獄
則
」
と
対
比
さ
せ

な
が
ら
紹
介
し
た
い
と
考
え
る
。

2
　
「
監
獄
則
井
図
式
」

　
先
行
研
究
の
整
理

の
編
纂
過
程
を
め
ぐ
る

　
本
題
に
入
る
前
に
、
「
監
獄
則
井
図
式
」
の
編
纂
過
程
を
め
ぐ
る

先
行
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
ま
た
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
公
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

録
』
所
載
の
関
係
史
料
を
用
い
つ
つ
、
研
究
の
現
状
を
概
観
し
て
お

き
た
い
。

　
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
に
も
と
づ
け
ば
、
「
監
獄
則
井
図
式
」
の

編
纂
は
、
小
原
重
哉
が
「
監
獄
則
草
案
取
調
主
管
」
に
任
命
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

明
治
四
年
九
月
七
日
以
降
に
具
体
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
明
治
五
年
三
月
二
日
、
司
法
省
か
ら
太
政
官
正
院
あ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

に
伺
・
上
表
が
提
起
さ
れ
た
。
該
伺
・
上
表
は
、
東
京
府
に
お
け
る

獄
舎
の
建
築
や
全
国
的
な
獄
制
の
統
一
を
め
ぐ
る
基
本
方
針
の
確
認

な
ど
幅
広
い
内
容
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
「
監
獄

則
」
の
み
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
上
表
中
に
「
監
獄
則
一
冊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

附
表
二
枚
圖
式
一
冊
全
圖
一
枚
分
圖
七
枚
ヲ
編
制
ス
」
と
の
記
述
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
ま
で
に
は
草
案
が
一
応
の
完
成
を
み
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
該
伺
を
受
け
た
正
院
は
、
ま
ず
左
院
に

意
見
を
求
め
た
よ
う
で
、
左
院
は
三
月
一
七
日
に
「
司
法
省
伺
ノ
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

異
存
無
之
候
事
」
と
回
答
し
た
。
次
い
で
三
月
二
七
日
、
正
院
は
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
（
1
5
）
（
1
6
）

法
省
に
対
し
て
、
「
伺
之
通
」
と
指
令
し
て
い
る
。

　
約
一
ヵ
月
後
の
四
月
二
五
日
、
司
法
省
か
ら
正
院
に
あ
て
て
「
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

獄
則
聴
訟
規
則
上
木
ノ
儀
二
付
伺
書
」
が
提
起
さ
れ
た
。
該
伺
は
、

「
監
獄
則
」
の
早
急
な
上
木
・
頒
布
を
求
め
る
と
と
も
に
、
ヒ
木
作

業
を
司
法
省
の
手
で
行
い
た
い
と
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
伺
文
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

に
「
先
般
伺
済
相
成
候
監
獄
則
二
冊
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時

点
ま
で
に
「
監
獄
則
」
が
完
成
し
、
裁
可
を
得
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
ま
た
、
該
伺
に
対
し
て
、
正
院
は
同
月
二
八
日
に
「
伺
之
通
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

と
の
指
令
を
与
え
て
お
り
、
こ
れ
以
後
、
司
法
省
の
手
に
よ
る
上
木

作
業
が
進
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
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次
い
で
「
監
獄
則
」
を
め
ぐ
る
動
き
を
確
認
で
き
る
の
は
明
治
五

年
一
一
月
で
あ
る
。
日
付
は
不
明
だ
か
、
や
は
り
司
法
省
か
ら
正
院

に
伺
が
提
起
さ
れ
、
布
告
案
を
添
え
た
L
で
、
「
監
獄
則
」
の
頒
布

　
　
　
　
〔
2
0
》

を
求
め
て
い
る
。
正
院
が
こ
れ
に
応
え
た
の
が
同
月
二
八
日
で
あ
り
、

司
法
省
伺
に
対
し
て
「
伺
之
通
」
と
指
令
す
る
と
と
も
に
、
即
日
、

　
　
　
　
　
（
2
／
）
　
　
　
　
　
（
2
2
）
（
器
）

「
監
獄
則
井
図
式
」
を
頒
布
し
た
。

　
以
上
が
、
こ
れ
ま
で
に
判
明
し
て
い
る
「
監
獄
則
井
図
式
」
の
編

算
経
緯
て
あ
る
。
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
監
獄
則
井
図
式
」

の
編
纂
過
程
や
、
草
案
お
よ
び
修
正
の
内
容
が
ほ
ぽ
未
解
明
の
ま
ま

で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
本
稿
で
は
、
『
監
獄
則
案
聴
訟
規

則
』
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
未
解
明
の
点
に
つ
い
て

新
た
な
情
報
を
提
供
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

3
　
簿
冊
に
つ
い
て

　
本
史
料
は
、
国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
「
昭
和
四
六
年
度
総

理
府
移
管
記
録
材
料
」
に
含
ま
れ
、
『
記
録
材
料
・
監
獄
則
案
聴
訟

（
2
4
）

規
則
』
と
の
名
称
で
目
録
に
登
載
さ
れ
る
、
独
立
し
た
一
冊
の
簿
冊

　
（
2
5
）

で
あ
る
。

　
簿
冊
は
、
縦
一
一
五
・
○
糎
、
横
八
・
三
糎
の
和
装
本
で
あ
り
、
青

色
の
表
紙
・
裏
表
紙
に
よ
っ
て
装
丁
が
施
さ
れ
、
表
紙
の
左
上
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
茄
）
（
2
7
）

「
監
獄
則
案
聴
訟
規
則
」
と
の
題
籏
が
付
さ
れ
て
い
る
。
簿
冊
は
全

九
六
丁
か
ら
な
り
、
前
半
の
四
三
f
に
「
監
獄
則
案
」
が
、
後
半
の

五
三
丁
に
「
聴
訟
規
則
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
関
連
す
る
史
料
と
と
も
に

綴
ら
れ
て
い
る
。

　
以
下
、
前
半
に
綴
ら
れ
る
「
監
獄
則
案
」
に
限
定
し
て
、
そ
の
態

様
を
み
て
い
き
た
い
。
簿
冊
を
開
く
と
、
第
一
丁
お
よ
び
第
二
丁
に

は
、
同
法
案
の
審
査
過
程
を
示
す
記
述
が
あ
る
。
ま
ず
、
表
紙
に
続

く
第
一
丁
は
太
政
官
八
行
赤
罫
紙
で
あ
り
、
冒
頭
の
二
行
に
、
「
監

獄
則
案
」
の
本
文
（
本
稿
で
は
、
「
監
獄
則
案
」
そ
の
も
の
を
記
し

た
第
三
丁
か
ら
第
四
三
丁
に
わ
た
る
部
分
を
、
「
監
獄
則
案
」
本
文

と
表
記
す
る
）
と
は
異
な
る
筆
跡
で
、

　
　
附
紙
之
外
異
存
無
之
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
　
壬
申
三
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
左
院
　
閥

と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
出
の
『
公
文
録
』
所
載
史
料
と
照
ら
し
合
わ

せ
る
と
、
こ
こ
に
み
え
る
三
月
一
七
日
と
い
う
日
付
は
、
三
月
二
日

の
司
法
省
伺
に
対
し
て
左
院
が
「
司
法
省
伺
ノ
通
異
存
無
之
候
事
」

と
回
答
し
た
日
付
と
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
三
月
二
日
付
の

司
法
省
伺
を
受
け
た
太
政
官
が
、
少
な
く
と
も
左
院
に
お
い
て
「
監

獄
則
案
」
の
審
査
を
行
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
判
明
す
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
第
一
丁
に
は
こ
の
ほ
か
、
右
ヒ
に
「
内
閣
記
録
之
印
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

と
の
朱
印
が
認
め
ら
れ
、
中
央
罫
線
内
に
朱
書
き
で
「
九
十
八
」
と
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の
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
と
お
り
、
こ
の
漢
数
字
の
番

号
は
第
二
丁
以
降
も
全
丁
に
わ
た
っ
て
朱
書
き
さ
れ
て
お
り
、
通
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

番
号
と
し
て
付
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
次
い
で
、
第
二
丁
は
無
地
の
和
紙
で
あ
り
、
「
監
獄
則
案
」
本
文

と
同
じ
筆
跡
か
ら
な
る
丁
寧
な
楷
書
で
、
中
央
部
に
「
監
獄
則
案
」

と
の
表
題
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
右
面
右
上
に
は
四
角
い
枠

の
中
に
「
裁
」
の
字
の
彫
ら
れ
た
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

「
監
獄
則
案
」
の
裁
可
を
意
味
す
る
印
影
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま

さ
に
本
史
料
こ
そ
が
、
司
法
省
か
ら
太
政
官
に
提
出
さ
れ
た
原
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

（
原
議
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
第
二

丁
左
面
に
は

　
　
三
月
廿
七
日

　
　
　
伺
之
通

と
、
「
監
獄
則
案
」
本
文
と
は
異
な
る
筆
跡
で
朱
書
き
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
ま
た
前
出
の
『
公
文
録
』
所
載
史
料
に
み
ら
れ
た
記
述
と
］

致
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
、
三
月
二
日
の
司
法
省
伺
を
受
け
て
同

月
二
七
日
に
太
政
官
が
与
え
た
「
伺
之
通
」
と
の
指
令
に
、
少
な
く

と
も
「
監
獄
則
案
」
の
裁
可
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
（
32
）

明
ら
か
に
な
る
。
な
お
、
第
二
丁
に
も
第
一
丁
と
同
じ
く
、
右
面
左

上
に
「
九
十
九
」
と
朱
書
き
の
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
の
ち
、
第
三
丁
か
ら
第
四
三
丁
に
か
け
て
は
、
一
貫
し
て
司

法
省
八
行
青
罫
紙
が
用
い
ら
れ
、
「
監
獄
則
案
」
の
本
文
が
記
さ
れ

て
い
る
。
「
監
獄
則
案
」
本
文
は
、
一
部
の
附
紙
を
除
い
て
同
一
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

筆
跡
で
、
一
行
に
記
さ
れ
た
文
字
数
も
概
ね
一
定
で
あ
り
、
丁
寧
な

楷
書
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
、
第
三
丁
の
右
上
に
「
太
政
官
記

録
印
」
と
い
う
四
角
形
の
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
各
丁
の
中

央
罫
線
内
に
通
し
番
号
が
朱
書
き
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は

　
　
（
討
〉

1
5
条
に
朱
書
き
の
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
除
い
て
、
印
影
・
朱
書
き

は
み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
監
獄
則
案
」
本
文
に
は
、
附

紙
や
罫
紙
の
継
ぎ
は
ぎ
と
い
っ
た
、
法
案
の
審
査
過
程
や
修
正
内
容

を
示
す
重
要
な
手
が
か
り
が
数
多
く
み
ら
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
そ

れ
ら
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
（
本
稿
に
い
う
「
附
紙
㌧

「
継
ぎ
は
ぎ
」
と
は
、
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
意
味
の
通
り
の
紙
片
の
態

様
を
指
す
も
の
だ
が
、
本
稿
で
は
、
史
料
の
特
定
部
分
を
示
す
に
際
し
、

あ
え
て
こ
れ
ら
の
語
句
を
用
い
た
）
。

「
監
獄
則
案
」
本
文
に
お
け
る
第
一
の
特
徴
と
い
え
る
の
が
、
随
所

に
付
さ
れ
た
附
紙
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
き
く
三
つ
の
型
に
分
類
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
磯
　
一
定
で
な
い
内
容
を
持
つ
、
「
監
獄
則
案
」
本
文
と
は
異
な

　
　
　
る
筆
跡
の
附
紙

　
⑧
　
語
句
に
一
部
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
「
本
文
之
通
～
仕
度
候
」

　
　
　
と
い
っ
た
定
型
文
言
を
含
む
、
「
監
獄
則
案
」
本
文
と
同
じ
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筆
跡
の
附
紙

　
◎
　
一
定
で
な
い
内
容
を
持
つ
、
「
監
獄
則
案
」
本
文
と
同
じ
筆

　
　
　
跡
の
附
紙

　
さ
ら
に
第
二
の
特
徴
と
し
て
、
「
監
獄
則
案
」
本
文
を
記
し
た
司

法
省
八
行
青
罫
紙
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
切
り
取
ら
れ
、
別
の
司
法
省

八
行
青
罫
紙
が
貼
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
随
所
に
継
ぎ

は
ぎ
が
み
ら
れ
る
点
を
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
も
、
継
ぎ
は
ぎ
の
規
模

に
着
目
す
る
と
大
き
く
二
つ
の
態
様
が
あ
る
と
い
え
、

　
↑
の
　
司
法
省
八
行
罫
紙
の
う
ち
数
行
か
ら
半
丁
が
継
ぎ
は
ぎ
さ
れ

　
　
　
る
場
合

　
回
　
一
文
字
か
ら
数
文
字
分
だ
け
を
切
り
抜
き
、
紙
を
あ
て
て
い

　
　
　
る
場
合

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
継
ぎ
は
ぎ
さ
れ
た
箇
所
に
は
、

い
ず
れ
も
「
監
獄
則
案
」
本
文
と
同
じ
筆
跡
で
文
章
や
文
字
が
記
さ

れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
附
紙
や
継
ぎ
は
ぎ
の
存
在
は
、
「
監
獄
則
案
」
本
文
が

一
旦
完
成
し
た
の
ち
に
、
審
査
が
行
わ
れ
、
修
正
が
加
え
ら
れ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
附
紙
・
継
ぎ
は

ぎ
が
施
さ
れ
た
時
期
や
そ
の
先
後
関
係
、
あ
る
い
は
そ
の
意
味
す
る

内
容
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
史
料
の
性
質
を
よ
り
明
確

に
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

　
そ
し
て
、
結
論
か
ら
先
に
述
べ
て
し
ま
う
と
、
先
に
類
型
化
し
た

附
紙
や
継
ぎ
は
ぎ
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
【
何
ら
の
加
工
も
加
え
ら
れ
て
い
な
い
箇
所
】

　
　
司
法
省
か
ら
太
政
官
へ
あ
て
て
、
最
初
に
提
出
さ
れ
た
「
監
獄

　
則
案
」
の
内
容
と
考
え
ら
れ
る
も
の
（
以
．
ト
で
は
、
こ
の
段
階
に

　
お
け
る
「
監
獄
則
案
」
を
原
文
と
表
記
す
る
）
。

　
【
附
紙
園
】

　
　
左
院
の
審
査
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
点
。

　
【
附
紙
⑧
】

　
　
　
　
　
　
　
（
蕊
）

　
　
左
院
の
審
査
な
ど
を
経
て
修
正
を
施
し
た
「
監
獄
則
案
」
を
太

　
政
官
へ
再
提
出
す
る
に
あ
た
り
、
変
更
箇
所
を
注
記
し
た
も
の
。

　
【
附
紙
◎
】

　
　
左
院
の
審
査
な
ど
を
経
て
修
正
す
る
以
前
の
原
文
を
、
参
考
の

　
た
め
に
貼
付
し
た
も
の
。

　
【
継
ぎ
は
ぎ
ω
】

　
　
左
院
の
指
摘
な
ど
に
も
と
づ
い
て
、
太
政
官
へ
の
再
提
出
を
前

　
に
修
正
・
追
加
さ
れ
た
部
分
。

　
【
継
ぎ
は
ぎ
回
】

　
　
単
純
な
誤
字
の
訂
正
、
あ
る
い
は
左
院
の
指
摘
な
ど
に
も
と
づ

　
く
語
句
の
修
正
・
変
更
な
ど
。

で
は
、
こ
の
結
論
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
事
例
を
用
い
て
説
明
し
て
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み
よ
う
。
【
附
紙
⑥
】
、
【
附
紙
⑧
】
、
【
附
紙
◎
】
、
【
継
ぎ
は
ぎ
ω
】

と
い
う
特
徴
を
備
え
て
い
る
D
1
2
条
を
例
に
と
っ
て
考
え
た
い
。
同

条
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
継
ぎ
は
ぎ
、
附
紙
が
み
ら
れ
る
。

　
【
附
紙
⑥
】
　
総
監
合
炊
配
與
ノ
例
多
キ
ヲ
以
宜
ク
其
制
ヲ
用
ユ
ベ

　
　
　
　
　
　
キ
ニ
似
タ
リ

　
【
附
紙
働
】
　
以
下
ワ
リ
註
之
通
陵
正
仕
度
事

　
【
附
紙
◎
】
　
食
糧
ハ
五
人
ヲ
一
伍
ト
爲
ス
内
一
人
炊
事
ヲ
執
ル
五

　
　
　
　
　
　
人
輪
炊
五
日
ニ
シ
テ
初
メ
ニ
復
ル
或
ハ
総
監
合
炊
シ

　
　
　
　
　
　
テ
配
與
セ
シ
ム

　
【
継
ぎ
は
ぎ
ω
】
　
一
食
糧
ハ
五
人
ヲ
一
伍
ト
爲
ス
内
一
人
炊
事
ヲ

　
　
　
　
　
　
執
ル
五
人
輪
炊
五
日
ニ
シ
テ
初
メ
ニ
復
ル
襟
難
鑑

　
　
　
　
　
　
輪
炊
法
ヲ
川
ユ
若
シ
火
災
ノ
恐
レ

　
　
　
　
　
　
ア
レ
ヘ
合
炊
配
與
、
法
二
従
フ
ヘ
ー

　
ま
ず
、
【
附
紙
側
】
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
第
一
丁
に
、
左
院

を
発
信
者
と
す
る
「
附
紙
之
外
異
存
無
之
候
事
」
と
の
記
述
が
あ
る

旨
は
先
に
述
べ
た
が
、
「
監
獄
則
案
」
本
文
と
異
な
る
筆
跡
の
附
紙

は
、
こ
れ
が
左
院
の
審
査
時
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
る
。
つ
ま
り
、
【
附
紙
㊨
】
は
左
院
の
審
査
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
た
修
正
点
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
で
は
、
「
監
獄
則
案
」
に
記
さ
れ
て
い
た
原
文
は
ど
の
よ
う
な
内

容
だ
っ
た
の
か
。
左
院
の
指
摘
が
「
総
監
合
炊
配
與
ノ
例
多
キ
ヲ
以

宜
ク
其
制
ヲ
用
ユ
ベ
キ
」
、
つ
ま
り
未
決
勾
留
中
の
者
た
ち
の
食
事

に
際
し
て
、
全
員
分
を
一
括
し
て
炊
事
・
配
膳
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が

多
い
た
め
、
そ
う
し
た
方
法
を
用
い
る
べ
き
だ
、
と
述
べ
て
い
る
か

ら
に
は
、
原
文
は
こ
の
指
摘
と
は
異
な
る
内
容
を
も
っ
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
【
継
ぎ
は
ぎ
㊦
】
お
よ
び
【
附
紙
◎
】
を

み
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
「
合
炊
配
與
」
の
方
法
に
言
及
し
て
お
り
、

こ
れ
だ
け
で
は
ど
ち
ら
が
原
文
に
相
当
す
る
か
判
別
し
に
く
い
。
し

か
し
、
こ
こ
で
【
附
紙
個
】
の
存
在
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

両
者
の
先
後
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
。

【
附
紙
⑧
】
は
【
附
紙
◎
】
の
上
か
ら
、
し
か
も
「
或
ハ
総
監
合
炊

シ
テ
配
與
セ
シ
ム
」
と
の
部
分
に
被
せ
る
形
で
貼
付
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
【
附
紙
⑧
】
は
「
以
下
ワ
リ
註
之
通
阪
正
仕
度
事
」
と
の
内

容
で
あ
り
、
つ
ま
り
改
正
に
よ
っ
て
「
或
ハ
総
監
合
炊
シ
テ
配
與
セ

シ
ム
」
の
部
分
を
「
ワ
リ
註
」
に
変
更
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
割
注
の
な
い
【
附
紙
◎
】
が
原
文
で
あ
り
、
割
注
の

付
さ
れ
た
【
継
ぎ
は
ぎ
ω
】
は
修
正
後
の
条
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
改
め
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
D
1
2
条
の
原
文
・
審
査
・
修
正
の
過

程
は
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
、
原
文
に
は
【
附
紙
◎
】
に
あ

る　
　
食
糧
ハ
五
人
ヲ
一
伍
ト
爲
ス
内
一
人
炊
事
ヲ
執
ル
五
人
輪
炊
五

　
　
日
ニ
シ
テ
初
メ
ニ
復
ル
或
ハ
総
監
合
炊
シ
テ
配
與
セ
シ
ム

と
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
左
院
の
審
査
に
よ
っ
て
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「
合
炊
配
與
」
の
方
法
を
よ
り
一
般
的
に
用
い
る
べ
き
と
の
指
摘
が

な
さ
れ
、
こ
れ
が
【
附
紙
⑥
】
、

　
　
総
監
合
炊
配
與
ノ
例
多
キ
ヲ
以
宜
ク
其
制
ヲ
用
ユ
ベ
キ
ニ
似
タ

　
　
リ

に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
指
摘
を
受
け
た
司
法
省
で
は
一
旦
原

文
を
引
き
取
り
、
【
継
ぎ
は
ぎ
ω
】
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
条
文
を

修
正
し
た
。
修
正
後
の
条
文
が
、

　
　
一
食
糧
ハ
五
人
ヲ
一
伍
ト
爲
ス
内
一
人
炊
事
ヲ
執
ル
五
人
輪
炊

　
　
五
日
ニ
シ
テ
初
メ
ニ
復
ル
辣
麟
麗
幾
矯
．
館
騰
蟻
御
理
諾

　
（
36）

で
あ
る
。
な
お
、
修
正
箇
所
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
司
法
省
は

【
附
紙
個
】
を
付
し
た
と
み
ら
れ
、
そ
こ
に
は

　
　
以
下
ワ
リ
註
之
通
陵
正
仕
度
事

と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
司
法
省
は
【
附
紙
個
】
に
よ
っ
て
、
割

注
部
分
が
原
文
か
ら
の
変
更
点
で
あ
る
こ
と
を
注
記
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
条
文
の
内
容
を
み
る
と
、
修
正
が
、
左
院
の
指
摘
を
踏

ま
え
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
原
文
で
は
、
五
人
単
位
で

炊
事
を
行
う
「
輪
炊
法
」
と
、
一
括
し
て
炊
事
を
行
う
「
合
炊
配
與

法
」
と
が
並
列
の
関
係
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

左
院
は
「
合
炊
配
與
法
」
を
進
ん
で
採
用
す
べ
き
と
い
う
趣
旨
の
意

見
を
加
え
た
わ
け
て
あ
る
。
修
正
後
の
割
注
を
み
て
み
る
と
、
「
未

決
監
及
ヒ
炊
場
石
造
ナ
ラ
ハ
輪
炊
法
ヲ
用
ユ
若
シ
火
災
ノ
恐
レ
ア
レ

ハ
合
炊
配
與
法
二
従
フ
ヘ
シ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
輪
炊

法
」
を
採
用
す
る
に
あ
た
っ
て
の
条
件
を
定
め
た
も
の
だ
が
、
現
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

に
は
当
時
、
石
造
の
炊
場
が
整
備
さ
れ
て
い
る
監
獄
は
皆
無
で
あ
り
、

こ
の
割
注
は
、
実
質
的
に
「
合
炊
配
與
法
」
に
よ
る
炊
事
を
定
め
た

に
等
し
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
で
附
紙
・
継
ぎ
は
ぎ
の
意
味
に
つ
い
て
は
ほ
ぽ
つ
か

め
た
か
と
思
う
が
、
こ
う
し
た
分
析
を
通
じ
て
、
本
史
料
の
成
立
時

期
も
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
C
k
4
条

を
素
材
と
し
て
説
明
し
た
い
。
C
k
4
条
に
は
、
左
院
が
指
摘
し
た

修
正
箇
所
と
お
ぼ
し
き
【
附
紙
㊨
】
が
貼
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に

は
「
朔
望
及
ヒ
休
暇
日
ハ
只
休
暇
日
ト
ナ
シ
テ
可
ナ
ル
ベ
シ
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
左
院
で
の
審
査
が
行
わ
れ
た
際
、
原
文
に

は
（
た
と
え
当
該
条
文
中
で
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
「
監
獄
則

案
」
中
の
ど
こ
か
に
）
休
暇
日
を
意
味
す
る
用
語
と
し
て
、
「
朔
望
」

お
よ
び
「
休
暇
日
」
と
い
う
二
つ
の
語
句
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
う
か
が
わ
せ
る
。
し
か
し
、
「
監
獄
則
案
」
本
文
の
ど
こ
を
み
て

も
、
「
朔
望
」
と
い
う
語
句
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の

こ
と
は
つ
ま
り
、
左
院
に
よ
る
審
査
の
の
ち
に
、
左
院
の
指
摘
を
反

映
し
た
形
で
「
監
獄
則
案
」
が
修
正
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い

え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
監
獄
則
案
」
本
文
は
、
三
月
　
七
日
以
降

に
修
正
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
い
で
、
本
史
料
が
成
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立
し
た
時
期
の
下
限
を
考
え
て
み
よ
う
。
先
に
、
第
二
丁
に
あ
っ
た

「
裁
」
の
印
影
と
、
「
伺
之
通
」
と
の
朱
書
き
や
そ
の
傍
ら
の
日
付
か

ら
、
本
史
料
は
実
際
に
太
政
官
へ
提
出
さ
れ
た
原
本
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
と
述
べ
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
旦
裁
可
を
受

け
た
の
ち
、
原
本
に
修
正
が
加
え
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
仮
に
、

左
院
の
審
査
を
踏
ま
え
て
修
正
さ
れ
た
「
監
獄
則
案
」
に
対
し
、
さ

ら
に
い
ず
れ
か
の
部
局
で
審
査
が
行
わ
れ
、
修
正
箇
所
を
指
摘
さ
れ

た
と
し
て
も
、
や
は
り
そ
れ
ら
の
修
正
を
待
っ
て
、
裁
可
さ
れ
る
も

の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
本
史
料
成
立
時
期

の
下
限
は
、
「
監
獄
則
案
」
が
裁
可
さ
れ
た
三
月
二
七
日
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
「
監
獄
則
案
」
は
、
左
院
の
審
査
を
経
た
明

治
五
年
三
月
一
七
日
以
降
、
太
政
官
が
こ
れ
に
つ
い
て
「
伺
之
通
」

と
指
令
す
る
三
月
二
七
日
ま
で
の
一
〇
日
間
に
、
現
在
の
よ
う
な
内

容
を
も
つ
に
い
た
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

4
　
本
史
料
の
意
義

　
で
は
、
本
史
料
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
初
期
の
行
刑

史
、
お
よ
び
「
監
獄
則
井
図
式
」
を
め
ぐ
る
研
究
に
、
い
か
な
る
寄

与
を
な
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
本
史
料
を
紹
介
す
る

こ
と
の
意
義
を
二
つ
の
観
点
か
ら
強
調
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
展

望
・
課
題
に
つ
い
て
も
ご
く
大
ま
か
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
本
史
料
に
よ
っ
て
、
「
監
獄
則
井
図
式
」
の
編
纂
過
程
を

従
来
よ
り
も
詳
し
く
み
て
と
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
点
を
挙
げ
ら

れ
る
。
第
1
・
2
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
「
監
獄
則
井
図
式
」
の
編

纂
過
程
、
お
よ
び
草
案
や
修
正
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
編
纂
に
関
与
し
た
小
原

重
哉
が
香
港
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
ヘ
の
出
張
を
経
て
「
監
獄
則
井
図

式
」
を
編
纂
し
た
こ
と
を
重
く
み
て
、
本
法
令
が
「
レ
ポ
ー
ト
的

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

（
出
張
復
命
書
的
）
性
格
」
で
あ
る
と
捉
え
る
見
解
が
一
般
的
で
あ

り
、
編
纂
段
階
で
の
審
査
・
修
正
に
つ
い
て
言
及
し
た
先
行
研
究
は

存
在
し
な
い
。

　
し
か
し
、
本
史
料
の
存
在
を
通
し
て
、
「
監
獄
則
」
草
案
の
完
成

以
降
、
実
際
に
は
何
段
階
か
の
審
査
・
修
正
を
経
て
そ
れ
が
頒
布
さ

れ
る
に
至
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
例

え
ば
、
明
治
五
年
三
月
に
左
院
で
実
質
的
な
審
査
が
行
わ
れ
、
こ
れ

を
踏
ま
え
て
草
案
が
修
正
さ
れ
た
と
い
う
事
実
や
、
「
監
獄
則
案
」

が
裁
可
さ
れ
た
の
ち
、
頒
布
に
い
た
る
ま
で
の
約
半
年
間
に
、
条
文

の
さ
ら
な
る
修
正
や
追
加
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
史
料
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
判
明
し
た
事
柄
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
は
、
「
監

獄
則
井
図
式
」
の
制
定
に
あ
た
っ
て
小
原
個
人
の
存
在
や
そ
の
関
与

を
重
視
し
て
き
た
従
来
の
評
価
に
修
正
を
迫
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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た
だ
し
、
本
史
料
を
も
っ
て
し
て
も
、
知
り
え
た
の
は
編
纂
過
程

の
ほ
ん
の
輪
郭
に
過
ぎ
な
い
。
本
史
料
に
は
、
「
監
獄
則
」
の
編
纂

関
係
者
に
関
す
る
情
報
が
一
切
な
く
、
小
原
以
外
の
関
係
者
が
不
明

で
あ
る
と
い
う
現
状
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
監
獄
則
案
」

の
原
文
が
左
院
の
審
査
後
に
修
正
さ
れ
た
際
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
左

院
の
指
摘
に
も
と
づ
く
修
正
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
司
法
省
が

自
発
的
に
修
正
し
た
条
文
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
確
認
で
き
て
い

な
い
。
さ
ら
に
、
「
監
獄
則
案
」
が
裁
可
さ
れ
た
三
月
二
七
日
以
後
、

「
監
獄
則
井
図
式
」
が
頒
布
さ
れ
る
ま
で
の
約
半
年
間
に
行
わ
れ
た

条
文
の
修
正
・
追
加
が
、
い
つ
、
誰
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
か

と
い
う
点
も
、
手
が
か
り
の
な
い
ま
ま
て
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ

い
て
は
、
当
時
の
太
政
官
や
司
法
省
に
お
け
る
法
令
制
定
手
続
き
、

あ
る
い
は
政
治
状
況
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
同
時
期
に
編
纂
さ
れ

た
法
令
や
施
行
中
の
法
令
と
の
関
係
を
精
査
し
た
上
で
論
じ
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
本
史
料
を
紹
介
す
る
第
二
の
意
義
と
し
て
は
、
「
監
獄

則
」
の
草
案
お
よ
び
修
正
箇
所
な
ど
、
頒
布
に
い
た
る
ま
で
の
内
容

の
変
化
を
把
握
で
き
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
本
史
料
の
分
析
を
通
じ
て
、
明
治
五
年
三
月
と
、
そ
れ
以
後
頒

布
に
い
た
る
ま
で
、
大
き
く
分
け
て
二
段
階
の
修
正
・
追
加
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
が
、
そ
こ
か
ら
判
明
し
た
修
正
内
容

に
は
、
従
来
の
研
究
成
果
に
大
き
く
影
響
を
与
え
る
も
の
も
存
在
す

る
。
例
え
ば
、
「
監
獄
則
井
図
式
」
の
理
念
を
表
し
た
も
の
と
し
て

有
名
な
緒
言
に
は
、

　
　
獄
ト
ハ
何
ソ
罪
人
ヲ
禁
鎖
シ
テ
之
ヲ
懲
戒
セ
シ
ム
ル
所
以
ナ
リ

　
　
獄
ハ
人
ヲ
仁
愛
ス
ル
所
以
ニ
シ
テ
人
ヲ
幾
虐
ス
ル
者
二
非
ス
人

　
　
ヲ
懲
戒
ス
ル
所
以
ニ
シ
テ
人
ヲ
痛
苦
ス
ル
者
二
非
ス

　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
マ

　
　
刑
ヲ
用
ル
ハ
ヲ
已
ヲ
得
サ
ル
ニ
出
ツ
國
ノ
爲
メ
ニ
害
ヲ
除
ク
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
以
ナ
リ
獄
司
欽
テ
此
意
ヲ
髄
シ
罪
囚
ヲ
遇
ス
可
シ

と
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
「
旧
幕
府
以
来
の
威
嚇
的
刑
政
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

情
に
対
し
て
（
中
略
）
教
化
主
義
に
よ
る
刑
政
の
原
点
と
な
っ
た
」

な
ど
、
刑
政
観
の
転
換
を
み
て
と
る
見
解
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

「
監
獄
則
案
」
本
文
に
は
「
一
人
ヲ
罰
シ
テ
萬
人
ヲ
懲
ス
ヲ
要
ト
ス
」

と
の
文
言
が
存
在
し
て
お
り
、
刑
政
観
の
明
確
な
転
換
ま
で
は
打
ち

出
せ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
転
換
が
図
ら
れ
た
の
は
、
小

原
ら
司
法
省
側
が
最
初
に
「
監
獄
則
案
」
を
編
纂
し
た
時
点
で
は
な

く
、
同
案
が
裁
可
を
経
た
の
ち
、
何
者
か
の
手
で
修
正
が
な
さ
れ
た

結
果
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、
条
文
の
修
正
や
新
設
が
行
わ
れ
た
箇
所
に
、
当

時
の
太
政
官
お
よ
び
司
法
省
の
政
策
や
、
処
遇
の
実
情
を
反
映
し
た

と
み
ら
れ
る
点
も
数
多
い
。
詳
細
は
今
後
の
さ
ら
な
る
考
察
を
待
つ

必
要
が
あ
る
が
、
例
え
ば
D
6
条
で
は
、
裁
可
を
得
た
の
ち
に
、
未
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決
勾
留
中
の
者
に
よ
る
書
信
の
贈
答
に
あ
た
っ
て
裁
判
官
が
関
与
す

る
と
い
う
内
容
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
更
に
は
、
明
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

五
年
当
時
に
司
法
省
が
企
図
し
て
い
た
司
法
制
度
改
革
や
、
そ
れ
に

伴
う
処
遇
の
改
善
が
反
映
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

「
本
文
之
通
増
補
仕
度
事
」
と
の
附
紙
が
貼
付
さ
れ
た
箇
所
な
ど
は
、

最
新
の
単
行
法
令
を
踏
ま
え
て
新
た
に
条
文
が
追
加
さ
れ
た
可
能
性

が
あ
る
。
従
来
、
「
刑
法
典
な
ど
他
の
法
制
と
の
関
連
性
を
大
き
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
廻
）

欠
き
立
法
さ
れ
た
獄
制
で
あ
る
」
と
し
て
、
実
効
性
に
も
疑
問
が
も

た
れ
て
き
た
「
監
獄
則
井
図
式
」
で
あ
る
が
、
頒
布
ま
で
に
審
査
・

修
正
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
と

は
異
な
る
側
面
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
今
後
、
本
史
料
を
通
じ
て
判
明
し
た
修
正
点
の
細
部
に
検
討
を
加

え
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
修
正
・
追
加
が
お
お
よ
そ
ど
の
時
期
に

行
わ
れ
た
か
を
把
握
し
、
ひ
い
て
は
「
監
獄
則
井
図
式
」
の
編
纂
過

程
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
法

令
の
も
つ
性
格
や
実
効
性
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
見
解
を
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

　
以
上
、
本
稿
で
は
国
立
公
文
書
館
の
所
蔵
に
か
か
る
『
監
獄
則
案

聴
訟
規
則
』
を
と
り
あ
げ
、
主
と
し
て
そ
の
う
ち
の
「
監
獄
則
案
」

を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
本
史
料
が
今
後
の
近
代
行
刑
史
研
究
に
果

た
し
う
る
役
割
に
つ
い
て
言
及
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
ご
く
大
ま
か

な
事
実
の
確
認
と
問
題
提
起
を
し
え
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
今
後
、

共
著
者
の
一
人
で
あ
る
児
玉
は
、
「
監
獄
則
案
」
お
よ
び
「
監
獄
則

井
図
式
」
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
分
析
を
試
み
た
い
。
も
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

児
玉
が
取
り
組
み
つ
つ
あ
る
明
治
初
期
監
獄
制
度
の
研
究
に
、
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

法
令
の
側
面
か
ら
も
迫
り
た
い
と
考
え
る
。

（
1
）
　
「
監
獄
則
井
図
式
」
が
頒
布
さ
れ
た
期
日
や
そ
の
法
令
形
式
に

　
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
見
解
の
一
致
を
み
て
い
な
い
。
な
ぜ
な

　
ら
、
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
　
治
罪
門
二
　
第
一
編
』

　
（
一
八
九
一
年
一
月
、
］
九
八
0
年
二
月
覆
刻
）
・
六
二
頁
に
は
「
達

警
巴
摺
肝
融
襯
府
県
」
と
あ
り
、
内
閣
官
報
局
『
法
令
全
書
　
明
治
五

年
』
（
一
八
八
九
年
一
月
）
・
三
六
二
頁
に
は
「
○
第
三
百
七
十
八
号

　
（
十
一
月
二
十
七
日
）
（
布
）
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先

行
研
究
に
お
い
て
も
、
引
用
し
た
史
料
に
し
た
が
っ
て
ま
ち
ま
ち
の

頒
布
期
日
・
法
令
形
式
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
て
は
、

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
公
文
録
』
・
壬
申
十
一
月
司
法
省
伺
・
獄
舎

建
築
井
監
獄
則
御
頒
布
伺
に
お
い
て
、
裁
可
さ
れ
た
期
日
、
お
よ
び

布
告
文
に
添
え
ら
れ
た
日
付
が
双
方
と
も
「
壬
申
十
一
月
廿
八
日
」

　
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
『
公
文
録
』
所
載
史
料
中
に
「
第

　三百

七
十
八
号
布
告
」
と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
ひ
と
ま

ず
該
布
告
の
頒
布
期
日
を
明
治
五
年
一
一
月
二
八
日
、
法
令
形
式
を

布
告
と
し
て
お
き
た
い
。

（
2
）
　
法
令
全
文
は
、
前
掲
・
『
法
規
分
類
大
全
　
治
罪
門
二
　
第
一
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編
』
・
六
二
頁
以
下
、
も
し
く
は
前
掲
・
『
法
令
全
書
明
治
五

年
』
二
、
一
六
二
頁
以
下
で
確
認
で
き
る
。

（
3
）
　
「
監
獄
則
井
図
式
」
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
す
で
に

　
明
治
年
間
か
ら
見
る
こ
と
か
て
き
る
。
例
え
ば
小
河
滋
次
郎
『
監
獄

法
講
義
』
（
一
九
一
二
年
二
月
、
一
九
六
七
年
五
月
復
刻
）
二
頁
以

　下では、

「
監
獄
則
井
図
式
」
に
つ
い
て
「
我
国
二
於
テ
文
明
的
獄

制
ノ
成
典
ア
ル
ヲ
見
ル
ハ
実
二
是
ヲ
以
テ
創
始
ト
ス
」
と
記
さ
れ
て

　
い
る
。

（
4
）
　
明
治
前
期
の
監
獄
制
度
を
論
じ
、
か
つ
「
監
獄
則
井
図
式
」
へ

　
も
言
及
す
る
代
表
的
な
文
献
と
し
て
、
財
団
法
人
刑
務
協
会
編
『
日

本
近
世
行
刑
史
稿
　
下
』
（
一
九
四
三
年
七
月
、
一
九
七
四
年
一
二

　
月
復
刻
）
、
『
刑
罰
の
理
論
と
現
実
』
（
］
九
七
二
年
二
月
）
所
収
平

　
松
義
郎
「
刑
罰
の
歴
史
－
日
本
（
近
代
自
由
刑
の
成
立
）

1
」
・
三
一
頁
以
下
、
手
塚
豊
『
明
治
刑
法
史
の
研
究
（
下
）
』

　
（
一
九
八
六
年
六
月
）
所
収
「
明
治
二
十
年
・
罪
石
事
件
の
一
考

　
察
」
・
八
七
頁
以
下
、
安
丸
良
夫
『
一
揆
・
監
獄
・
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

　
周
縁
性
の
歴
史
学
』
（
一
九
九
九
年
一
〇
月
）
所
収
「
「
監
獄
」
の
誕

　
生
」
・
ム
ニ
頁
以
下
、
小
野
義
秀
『
日
本
行
刑
史
散
策
』
（
二
〇
〇
二

　
年
七
月
）
、
重
松
］
義
『
日
本
獄
制
史
の
研
究
』
（
二
〇
〇
五
年
一
一

　
月
）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
5
）
　
「
監
獄
則
井
図
式
」
に
示
さ
れ
た
各
条
文
の
内
容
に
つ
い
て
解

　
説
を
試
み
た
先
行
研
究
と
し
て
、
例
え
ば
重
松
一
義
『
近
代
監
獄
則

　
の
推
移
と
解
説
－
現
行
監
獄
法
へ
の
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
』

　
（
一
九
七
九
年
九
月
）
が
あ
る
。
ま
た
、
条
文
の
典
拠
や
そ
の
後
に

　
お
け
る
制
度
の
推
移
な
ど
に
つ
い
て
扱
っ
た
研
究
と
し
て
、
安
形
静

男
『
社
会
内
処
遇
の
形
成
と
展
開
』
（
二
〇
〇
五
年
三
月
）
所
収

　
「
懲
治
監
に
関
す
る
一
考
察
」
・
三
三
頁
以
下
、
重
松
一
義
『
少
年
懲

戒
教
育
史
　
日
本
立
法
資
料
全
集
　
別
巻
】
九
六
』
（
二
〇
〇
〇
年

　
一
二
月
）
所
収
「
明
治
初
期
の
幼
年
者
仕
置
」
・
一
一
六
頁
以
下
な

　
ど
を
挙
け
る
こ
と
か
で
き
る
。

（
6
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
記
録
材
料
・
監
獄
則
案
聴
訟
規
則
』

　
（
本
館
1
2
A
／
0
3
5
－
0
1
／
記
0
0
5
4
1
1
0
0
）
。

（
7
）
内
閣
官
報
局
『
法
令
全
書
　
明
治
六
年
』
（
一
八
八
九
年
五

　
月
）
・
三
二
〇
頁
以
下
。

（
8
）
　
一
方
、
本
史
料
の
後
半
部
分
に
記
さ
れ
て
い
る
「
聴
訟
規
則
」

　
に
つ
い
て
は
事
情
が
異
な
る
。
「
監
獄
則
井
図
式
」
は
、
管
見
の
お

　
よ
ぶ
限
り
に
お
い
て
、
『
公
文
録
』
中
に
そ
の
草
案
ら
し
き
史
料
を

　
発
見
す
る
こ
と
が
て
き
な
か
っ
た
が
、
「
聴
訟
規
則
」
お
よ
び
こ
れ

　
と
関
係
の
深
い
「
訴
答
文
例
」
に
つ
い
て
は
『
公
文
録
』
中
に
草
案

　
か
存
在
し
て
お
り
（
前
掲
・
『
公
文
録
』
・
壬
申
三
月
司
法
省
伺
・
詞

　
訟
法
則
伺
）
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
石
川
明
・
石
渡
哲
「
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条

　
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）
」
（
『
法
学
研
究
』
第
四
四
巻
第
五
号
・
八

　
一
頁
以
下
　
一
九
七
一
年
五
月
）
、
瀧
川
叡
一
『
日
本
裁
判
制
度
史

　
論
考
』
二
九
九
一
年
一
月
）
所
収
「
訴
答
文
例
小
考
補
遺
」
・
七
五

　
頁
以
下
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
し
た
か
っ
て
、
本
稿
て
は
「
聴
訟
規
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則
」
に
は
深
く
立
ち
入
ら
す
、
従
来
そ
の
存
在
が
一
切
知
ら
れ
て
い

　
な
か
っ
た
「
監
獄
則
案
」
を
主
た
る
考
察
対
象
と
し
た
い
。

（
9
）
　
前
掲
・
『
公
文
録
』
・
壬
申
十
一
月
司
法
省
伺
・
獄
舎
建
築
井
監

　
獄
則
御
頒
布
伺
。
該
伺
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
共
著
者
の
一

　
人
で
あ
る
児
玉
が
「
行
刑
の
管
轄
を
め
ぐ
る
司
法
省
の
見
解
に
つ
い

　
て
1
司
法
省
設
置
か
ら
内
務
省
設
置
ま
で
を
対
象
と
し
て
ー
」

　
（
『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
六
三
号
・
二
九
三
頁
以
下
、
二
〇
〇
四
年

　
二
一
月
）
の
中
で
ふ
れ
て
い
る
が
、
「
監
獄
則
井
図
式
」
の
編
纂
過

　
程
と
の
関
係
で
は
本
稿
が
初
出
と
な
る
。

（
1
0
）
　
我
部
政
男
・
広
瀬
順
晧
『
国
立
公
文
書
館
所
蔵
　
勅
奏
任
官
履

　
歴
原
書
・
下
巻
』
（
一
九
九
五
年
六
月
）
・
一
五
七
頁
。
な
お
、
小
原

重
哉
は
「
監
獄
則
井
図
式
」
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
中
心
的
な
役
割
を

　
果
た
し
た
人
物
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
「
監
獄
則
草
案
取
調
主
管
」

　
に
任
じ
ら
れ
る
直
前
、
明
治
四
年
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
香
港
と

　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
ヘ
出
張
し
、
現
地
の
獄
制
視
察
を
行
っ
て
い
る
。
こ

　
の
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
た
研
究
も
多
く
存
在
す
る
が
、
最
も
精
緻
な

考
証
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
手
塚
豊
編
『
近
代
日
本
史
の
新

研
究
孤
』
（
一
九
八
九
年
二
月
）
所
収
根
本
敬
彦
「
明
治
二
年
・
英

国
人
「
ホ
ー
イ
」
殺
害
事
件
考
－
明
治
五
年
監
獄
則
制
定
の
端
緒

ー
」
・
二
〇
五
頁
以
下
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
1
）
　
前
掲
・
『
公
文
録
』
・
壬
申
十
一
月
司
法
省
伺
・
獄
舎
建
築
井
監

獄
則
御
頒
布
伺
、
お
よ
び
前
掲
・
『
法
規
分
類
大
全
　
治
罪
門
二

第
一
編
』
・
一
〇
五
頁
。

（
1
2
）
　
前
掲
・
『
公
文
録
』
・
壬
申
十
一
月
司
法
省
伺
・
獄
舎
建
築
井
監

　
獄
則
御
頒
布
伺
、
お
よ
び
前
掲
・
『
法
規
分
類
大
全
　
治
罪
門
二

　
第
一
編
』
二
〇
五
頁
。

（
1
3
）
　
前
掲
・
『
公
文
録
』
・
壬
申
十
一
月
司
法
省
伺
・
獄
舎
建
築
井
監

獄
則
御
頒
布
伺
。

（
1
4
）
　
前
掲
・
『
公
文
録
』
・
壬
申
十
一
月
司
法
省
伺
・
獄
舎
建
築
井
監

　
獄
則
御
頒
布
伺
、
お
よ
び
前
掲
・
『
法
規
分
類
大
全
　
治
罪
門
二

第
一
編
』
一
〇
五
頁
。

（
1
5
）
　
三
月
二
日
に
提
起
さ
れ
た
司
法
省
伺
に
対
し
て
、
三
月
一
七
日

　
に
左
院
が
な
し
た
「
司
法
省
伺
ノ
通
異
存
無
之
候
事
」
と
の
回
答
、

　
お
よ
び
同
月
二
七
日
に
正
院
か
ら
司
法
省
に
下
さ
れ
た
「
伺
之
通
」

　
と
の
指
令
が
、
司
法
省
伺
が
求
め
た
事
柄
の
う
ち
何
に
対
す
る
も
の

　
な
の
か
、
『
法
規
分
類
大
全
』
や
『
公
文
録
』
に
掲
載
さ
れ
た
史
料

　
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
。
「
監
獄
則
」
そ
の
も
の
と
密
接
に
関
わ
っ

　
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
わ
け
だ
が
（
現
に
本
稿
第
三
節
で
は
そ
の
点

　
に
つ
い
て
検
証
す
る
）
、
本
文
中
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
司
法
省
伺

　
は
東
京
府
に
お
け
る
獄
舎
建
築
や
、
全
国
的
な
監
獄
制
度
の
統
↓
に

向
け
た
手
順
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
含
ん
て
い
る
た
め
、
「
監

獄
則
」
が
そ
れ
ら
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
を
判
断
で
き

　
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
な
お
前
掲
・
『
公
文
録
』
・
壬
申
十
一
月
司
法
省
伺
・
獄
舎
建
築

井
監
獄
則
御
頒
布
伺
に
は
こ
の
ほ
か
、
司
法
省
が
正
院
に
あ
て
た
三

月
二
四
日
付
の
文
書
と
、
こ
れ
へ
の
対
応
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
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こ
に
は
、
「
監
獄
則
」
に
添
付
し
た
図
表
に
訂
正
す
べ
き
点
が
あ
る

　
と
し
て
、
司
法
省
が
絵
図
類
の
取
り
下
げ
を
希
望
し
た
こ
と
、
お
よ

び
、
正
院
が
そ
れ
ら
の
絵
図
類
を
即
刻
返
却
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

　
い
る
。

（
1
7
）
　
前
掲
・
『
公
文
録
』
・
壬
申
テ
］
月
司
法
省
伺
・
獄
舎
建
築
井
監

獄
則
御
頒
布
伺
、
お
よ
び
前
掲
・
『
法
規
分
類
大
全
　
治
罪
門
二

第
一
編
』
二
〇
五
頁
。

（
1
8
）
　
前
掲
・
『
公
文
録
』
・
壬
申
十
］
月
司
法
省
伺
・
獄
舎
建
築
井
監

獄
則
御
頒
布
伺
、
お
よ
び
前
掲
・
『
法
規
分
類
大
全
　
治
罪
門
二

第
一
編
』
二
〇
五
頁
。

（
1
9
）
　
前
掲
・
『
公
文
録
』
・
壬
申
卜
］
月
司
法
省
伺
・
獄
舎
建
築
井
監

　
獄
則
御
頒
布
伺
、
お
よ
び
前
掲
・
『
法
規
分
類
大
全
　
治
罪
門
二

第
一
編
』
∴
〇
五
頁
以
下
。

（
2
0
）
　
前
掲
・
『
公
文
録
』
・
壬
申
十
一
月
司
法
省
伺
・
獄
舎
建
築
井
監

獄
則
御
頒
布
伺
。

（
2
1
）
　
司
法
省
が
提
出
し
た
布
告
案
に
は
法
令
の
名
称
と
し
て
「
監
獄

　
則
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
頒
布
す
る
段
階
で
「
井
図
式
」
が
挿
入

　
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
監
獄
則
井
図
式
」
と
い
う
呼
称
は

　
頒
布
に
伴
う
布
告
文
で
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
で

　
あ
ろ
う
。

（
2
2
）
　
前
掲
・
『
公
文
録
』
・
壬
申
十
一
月
司
法
省
伺
・
獄
舎
建
築
井
監

　
獄
則
御
頒
布
伺
。

（
2
3
）
　
こ
の
ほ
か
、
明
治
五
年
二
月
に
監
獄
則
や
図
式
に
つ
い
て
の
復

命
書
を
政
府
に
提
出
し
た
と
す
る
小
原
重
哉
の
回
顧
談
（
小
原
重
哉

　
「
元
元
老
院
議
官
小
原
重
哉
君
講
話
（
完
）
」
（
『
大
日
本
監
獄
協
会
雑

誌
』
第
四
三
号
・
二
〇
頁
）
）
や
、
明
治
五
年
七
月
二
二
日
に
「
監

　獄

則
草
案
並
図
式
按
」
が
進
奏
さ
れ
た
と
す
る
記
述
（
司
法
省
編

　
『
司
法
沿
革
誌
』
（
一
九
三
九
年
一
〇
月
、
一
九
七
九
年
八
月
復

　刻）・

一
七
頁
）
も
存
在
す
る
が
、
い
す
れ
も
こ
の
こ
と
を
証
明
す

　
る
一
次
史
料
を
確
認
で
き
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
掲
げ
な
か
っ

　
た
。

（
2
4
）
　
前
掲
・
『
記
録
材
料
・
監
獄
則
案
聴
訟
規
則
』
。
請
求
記
号
は
本

　館1

2
A
／
0
3
5
i
O
1
／
記
0
0
5
4
1
1
0
0
。

（
2
5
）
　
「
昭
和
四
六
年
総
理
府
移
管
記
録
材
料
」
の
目
録
は
、
二
〇
〇

　
六
年
一
一
月
現
在
、
国
立
公
文
書
館
に
お
い
て
青
色
の
フ
ァ
イ
ル
ニ

　
冊
に
分
冊
さ
れ
て
お
り
、
同
所
で
の
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、

　
国
立
公
文
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
；
カ
イ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
検
索

　
も
可
能
で
、
本
史
料
は
公
文
書
V
内
閣
・
総
理
府
〉
太
政
官
・
内
閣

　
関
係
〉
第
卜
一
類
　
記
録
材
料
に
位
置
し
て
い
る
。

（
2
6
）
　
本
史
料
の
よ
う
に
青
色
の
表
紙
を
持
つ
簿
冊
の
性
質
に
つ
い
て

　
は
、
中
野
目
徹
『
近
代
史
料
学
の
射
程
ー
明
治
太
政
官
文
書
研
究

　
序
説
』
（
二
〇
〇
〇
年
二
月
）
所
収
「
．
青
表
紙
文
書
”
の
復
元
と
そ

　
の
史
料
的
位
置
」
・
八
五
頁
以
下
に
詳
し
い
。
な
お
、
同
論
文
八
八

　
頁
に
掲
げ
ら
れ
た
「
表
6
」
に
は
、
「
監
獄
則
案
　
聴
訟
規
則
」
と

　
の
簿
冊
標
題
も
み
え
、
本
史
料
が
い
わ
ゆ
る
”
青
表
紙
文
書
”
の
一

　
部
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
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（
2
7
）
　
本
史
料
の
表
紙
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
右
上
に
朱
書
き
で
「
免

　
坤
八
十
五
」
と
の
文
字
が
付
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
分
類
記
号
の
記
載

　
さ
れ
た
ラ
ベ
ル
が
二
箇
所
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
文
字
に
つ

　
い
て
は
前
掲
中
野
目
・
『
近
代
史
料
学
の
射
程
』
所
収
「
”
青
表
紙
文

　
書
”
の
復
元
と
そ
の
史
料
的
位
置
」
・
八
七
頁
以
下
に
言
及
が
あ
る
。

　
後
者
の
ラ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
整
理
作
業
の
際
な
ど
に
付
さ
れ
た
も
の

　
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
時
期
や
意
味
に
つ
い
て
は
詳
細
な
調
査
を

　
行
っ
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
。

（
2
8
）
　
こ
こ
に
は
、
「
左
院
」
と
記
し
た
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

（
2
9
）
　
本
稿
で
は
、
罫
紙
一
丁
の
中
央
部
に
あ
る
罫
線
を
指
す
用
語
と

　
し
て
、
西
川
誠
「
左
院
に
お
け
る
公
文
書
処
理
－
左
院
の
機
能
に

関
す
る
一
考
察
1
」
（
『
日
本
歴
史
』
第
五
二
八
号
・
六
六
頁
以
下
、

　
］
九
九
二
年
五
月
）
・
七
〇
頁
な
ど
に
み
ら
れ
る
中
央
罫
線
と
の
語

句
を
用
い
た
。

（
30
）
　
番
号
は
、
「
九
十
八
」
に
は
じ
ま
っ
て
「
百
八
十
四
」
に
終
わ

　
る
。
簿
冊
全
体
で
九
六
丁
あ
る
の
に
、
通
し
番
号
は
八
六
し
か
存
在

　
し
な
い
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
「
百
世
三
」
丁
の
次
を
「
百
廿
四
」
丁

　
と
誤
記
し
た
こ
と
に
よ
り
、
］
0
丁
分
の
誤
差
が
生
じ
て
い
る
た
め

　
で
あ
る
（
つ
ま
り
「
百
廿
四
」
丁
か
ら
「
百
世
三
」
丁
ま
で
が
二
度

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
）
。
な
お
、
第
一
丁
に
「
九
十
八
」
と
あ
る
か

　
ら
に
は
、
番
号
が
付
さ
れ
た
時
点
で
は
、
そ
れ
よ
り
前
に
「
九
十

七
」
ま
で
の
番
号
が
付
さ
れ
た
別
史
料
が
綴
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る

　
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
本
簿
冊
が
当
初
か
ら
現
在
の

　
ま
ま
の
形
で
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
い
す
れ
か
の
段
階
で
編

綴
さ
れ
直
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

（
31
）
　
「
裁
」
の
字
の
印
影
が
天
皇
の
裁
可
印
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

　
は
、
前
掲
中
野
目
・
『
近
代
史
料
学
の
射
程
』
所
収
「
明
治
十
二
年

　
の
太
政
官
制
改
革
1
「
官
符
原
案
」
を
手
が
か
り
と
し
て

ー
」
・
↓
〇
九
頁
以
下
、
お
よ
び
前
掲
西
川
・
「
左
院
に
お
け
る
公

文
書
処
理
」
・
七
〇
頁
を
手
が
か
り
と
し
た
ぼ
か
、
二
〇
〇
六
年
九

月
三
〇
日
に
慶
鷹
義
塾
大
学
で
行
わ
れ
た
法
制
史
学
会
東
京
部
会
の

場
に
お
い
て
、
中
野
目
徹
氏
か
な
さ
れ
た
発
言
に
示
唆
を
得
た
。

（
32
）
　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
も
、
三
月
二
七
日
に
太
政

官
が
示
し
た
「
伺
之
通
」
と
い
う
指
令
が
、
「
監
獄
則
案
」
の
裁
可

　
の
み
を
意
味
し
た
も
の
と
は
断
定
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
東
京
府
に

　
お
け
る
獄
舎
の
建
築
も
、
三
月
二
日
の
司
法
省
伺
、
お
よ
び
三
月
二

七
日
の
太
政
官
に
よ
る
指
令
を
ふ
ま
え
て
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

　
る
。
『
公
文
録
』
所
載
史
料
に
み
ら
れ
る
「
伺
之
通
」
と
は
、
「
監
獄

則
案
」
の
裁
可
の
み
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
内
容
を
含
ん
で
い
た
可

能
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
3
3
）
　
後
述
す
る
附
紙
や
、
継
き
は
ぎ
が
施
さ
れ
た
箇
所
を
除
け
ば
、

概
ね
一
行
一
六
字
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。

（
34
）
　
本
稿
で
「
監
獄
則
案
」
の
条
文
を
示
す
際
に
は
、
後
に
掲
げ
る

　
「
『
法
規
分
類
大
全
』
所
載
「
監
獄
則
」
・
『
監
獄
則
案
聴
訟
規
則
』
所

載
「
監
獄
則
案
」
対
照
表
一
に
お
い
て
便
宜
的
に
付
し
た
記
号
・
番

　
号
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
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（
3
5
）
　
原
文
か
ら
修
正
さ
れ
た
箇
所
が
、
す
ぺ
て
左
院
の
指
摘
に
も
と

　
づ
く
修
正
て
あ
っ
た
と
は
断
言
て
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
左
院
の
指

摘
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
【
附
紙
囚
】
は
二
箇
所
し
か
貼
付

　
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
修
正
が
施
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
【
附
紙
㈹
】

　
や
【
継
ぎ
は
ぎ
㈹
】
は
よ
り
多
く
存
在
し
て
お
り
、
【
附
紙
園
】
が

貼
付
さ
れ
て
い
な
い
部
分
に
つ
い
て
、
誰
の
主
導
て
修
正
さ
れ
た
の

　
か
判
断
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
例
え
は
、
左
院
の
審
査
を
経
た
の

　
ち
に
、
司
法
省
が
独
自
の
判
断
で
条
文
に
修
正
を
加
え
、
太
政
官
に

　
再
提
出
し
た
可
能
性
な
ど
か
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
3
6
）
　
後
掲
の
対
照
表
を
み
る
と
、
修
正
後
の
「
監
獄
則
案
」
D
1
2
条

　
は
、
頒
布
さ
れ
た
「
監
獄
則
」
の
D
1
2
条
と
ほ
ほ
一
致
し
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
【
継
ぎ
は
ぎ
ω
】
が
修
正
後
の
条
文
で
あ
る
こ

　
と
が
分
か
る
。

（
3
7
）
　
前
掲
財
団
法
人
刑
務
協
会
編
為
日
本
近
世
行
刑
史
稿
　
下
』
・

　
四
二
四
頁
に
は
、
「
就
中
該
監
獄
則
の
主
要
目
標
の
一
た
る
洋
式
獄

　
舎
の
建
築
の
如
き
は
容
易
に
之
が
実
現
を
見
る
に
至
ら
ず
爾
来
明
治

　
十
一
年
に
至
る
六
箇
年
間
に
僅
に
鍛
冶
橋
監
倉
の
新
築
、
埼
玉
県
監

　
獄
署
の
新
営
、
並
に
伝
馬
町
囚
獄
の
移
築
竣
工
を
以
て
満
足
せ
ざ
る

　
べ
か
ら
さ
る
の
状
態
で
あ
つ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

　
ら
も
当
時
、
「
監
獄
則
井
図
式
」
に
も
と
づ
く
石
造
獄
舎
は
極
め
て

　
限
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
、
］
般
的
に
は
旧
来
通
り
の
木
造
獄
舎
が
用

　
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
う
か
が
え
よ
う
。

（
錫
）
前
掲
重
松
・
『
日
本
獄
制
史
の
研
究
』
所
収
「
幕
末
維
新
期
の

獄
制
改
革
思
潮
と
監
獄
則
の
思
想
的
原
点
－
西
欧
式
近
代
獄
制
を

求
め
英
国
植
民
地
監
獄
を
視
察
1
」
∴
二
八
頁
。

（
3
9
）
前
掲
・
『
法
規
分
類
大
全
治
罪
門
二
第
一
編
』
・
六
二
頁
。

（
4
0
）
前
掲
平
松
・
「
刑
罰
の
歴
史
」
・
六
九
貞
。

（
4
1
）
前
掲
・
『
記
録
材
料
・
監
獄
則
案
聴
訟
規
則
』
。

（
4
2
）
明
治
五
年
の
司
法
制
度
改
革
を
あ
つ
か
っ
た
先
行
業
績
は
数
多

　
く
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
、
菊
山
正
明
「
明
治
国
家

　
の
形
成
と
司
法
制
度
』
（
］
九
九
三
年
二
月
）
所
収
「
江
藤
新
平
の

　
司
法
改
革
」
・
一
四
三
頁
以
下
を
挙
け
て
お
く
。

（
4
3
）
　
「
本
文
之
通
増
補
仕
度
事
」
と
記
さ
れ
た
附
紙
は
、
C
j
5
条

　
と
C
j
6
条
の
間
、
E
g
l
条
と
E
9
2
条
の
間
に
み
ら
れ
る
。

（
4
4
）
前
掲
重
松
・
『
日
本
獄
制
史
の
研
究
』
所
収
「
明
治
五
年
の
監

　
獄
則
並
図
式
の
頒
布
ー
人
道
的
獄
制
を
掲
け
た
巻
頭
言
と
監
獄
原

　
理
ー
」
・
二
二
七
頁
。

（
4
5
）
　
児
玉
の
問
題
意
識
は
、
二
〇
〇
六
年
度
第
三
六
回
明
治
維
新
史

　
学
会
大
会
報
告
「
明
治
初
期
に
お
け
る
地
方
監
獄
の
成
立
と
展
開
」

　
（
二
〇
〇
六
年
六
月
一
一
日
、
於
専
修
大
学
）
に
お
い
て
示
し
た
も

　
の
て
あ
る
。
ま
た
、
同
様
の
観
点
か
ら
、
児
玉
圭
司
「
明
治
初
期
に

　
お
け
る
山
口
県
監
獄
の
成
立
と
展
開
」
（
『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
第

　
九
五
号
・
四
五
頁
以
下
、
二
〇
〇
六
年
六
月
）
を
記
し
て
い
る
。

（
4
6
）
　
本
稿
に
お
い
て
引
用
す
る
史
料
に
、
合
字
・
変
体
仮
名
等
が
用

　
い
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
す
べ
て
新
字
に
改
め
て
表
記
し
た
。
ま
た
、

　
諸
先
学
の
業
績
引
用
に
際
し
、
単
行
書
に
収
録
さ
れ
た
論
文
に
つ
い
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て
、
各
論
題
に
冠
せ
ら
れ
た
「
章
」
お
よ
び
「
節
」
と
い
っ
た
表
記

は
省
略
し
、
ま
た
複
数
回
に
わ
た
り
同
］
論
文
名
を
掲
げ
る
際
は
、

副
題
を
付
さ
な
い
こ
と
と
し
た
。

る
。

各
位
の
ご
海
容
を
乞
う
次
第
で
あ

『
法
規
分
類
大
全
』
所
載
「
監
獄
則
」
・
『
監
獄
則
案
聴
訟
規
則
』
所
載
「
監
獄
則
案
」
対
照
表

《
凡
例
》

・
上
段
に
掲
げ
た
「
監
獄
則
」
は
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
　
治
罪
門
二
　
第
一
編
』
（
一
八
九
一
年
一
月
、
↓
九
八
0
年
二
月
復

　
刻
）
六
二
～
七
七
頁
を
、
下
段
に
掲
げ
た
「
監
獄
則
案
」
は
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
記
録
材
料
・
監
獄
則
案
聴
訟
規
則
』
（
本
館
ー
2

　
A
／
0
3
5
1
0
1
／
記
0
0
5
4
1
1
0
0
）
第
三
～
四
三
丁
を
、
そ
れ
ぞ
れ
底
本
と
し
て
用
い
た
。

・
検
索
の
便
を
図
る
た
め
、
条
文
・
項
目
ご
と
に
枠
線
で
区
切
り
、
記
号
・
番
号
を
付
し
た
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
大
文
字
は
「
大
綱
」
な

　
ど
の
大
見
出
し
に
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
小
文
字
は
各
条
文
に
、
英
数
字
は
↓
つ
の
条
文
に
含
ま
れ
る
各
項
目
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る

　
形
で
付
さ
れ
て
い
る
。

・
附
紙
は
、
［
　
］
を
用
い
て
関
連
す
る
項
目
の
末
尾
に
示
し
た
。
な
お
、
「
監
獄
則
案
」
本
文
と
同
じ
筆
跡
で
記
さ
れ
た
附
紙
は
明
朝
体
と

　
し
、
左
院
審
査
段
階
で
貼
付
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
、
「
監
獄
則
案
」
本
文
と
は
異
な
る
筆
跡
の
附
紙
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
と
し
た
。

・
罫
紙
に
継
ぎ
は
ぎ
が
施
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
網
掛
け
（
　
）
に
よ
っ
て
示
し
た
。

・
頒
布
さ
れ
た
「
監
獄
則
」
と
、
草
案
で
あ
る
「
監
獄
則
案
」
と
で
内
容
の
異
な
る
部
分
は
、
太
字
で
示
し
た
。

・
用
字
・
ル
ビ
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
原
文
の
ま
ま
記
し
た
。
た
だ
し
、
合
字
や
変
体
仮
名
に
つ
い
て
は
普
通
の
仮
名
に
改
め
た
。
明
ら

　
か
な
誤
字
・
脱
字
等
が
あ
る
場
合
も
原
文
の
ま
ま
表
記
し
、
そ
の
傍
ら
に
筆
者
の
手
で
（
マ
マ
）
と
加
え
た
。

・
朱
書
き
や
頭
註
な
ど
、
史
料
の
態
様
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
部
分
、
お
よ
び
説
明
を
要
す
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、

適
宜
【
】
な
ど
を
用
い
て
表
記
し
た
上
、
文
末
註
に
お
い
て
説
明
を
加
え
た
。
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C
a

C B A

1 1 1

シ　ヲ砂大監 第 ⊂） 刑獄 綱 所刑人獄リ獄 緒 監
メ雑石二獄 一 興 日二 領 以ヲ　ヲハ　　　ト 昔

口

且植ヲスハ 條 奇生

廻 官七 ナ用懲人　　ハ 獄

販シ布へ市 規 十 員大 リル戒ヲ　　何
費罪キシ街 模 二 日綱 獄ハ、ス仁　　ソ 則

ノ囚左圖ヲ 條 雑ア 司ヲ耳ル愛　　罪
一ヲ右式隔 則リ 欽已）所ス　　人
利シ　ノニテ
トテ鯨見タ
爲心地ユル
ス神ニル空
式各ヲ藥所閑

其日
詳興
ナ造
ル　日

コ繋

テ　ヲ以ル　　　ヲ
此得二所　　禁
意サシ以　　鎖
ヲ　ル　テニ　　　シ

膿二人シ　　テ
璽恰草ノ高 ト獄 シ出ヲテ　　之
難ハ及各燥
ヒ構シ美遊ノ
畿新花園地

ハ　日

條懲
目役

罪ツ痛人　　ヲ
囚國苦ヲ　　懲
ヲノス残　　戒

訟鮮佳中ヲ
ユ圓ノ實縦　卜
凡氣ア横シ

二　日

悉疾
ス病

遇爲ル虐　　セ
スメ者ス　　シ
可ニニル　　ム

監ヲルノ其 附
死 シ害非者　　ル

獄吸ノ小囁 亡 ヲスニ　　所
ヲ入草樫域 日 除　　非　　以

構セ木ニヲ 庭 ク　　　ス　　　ナ

ノ罪布ノ監 第 （こ）

刑獄 綱 偶豊　リ　刑　ヲ　獄　リ　猛大 緒 監

一囚キ位獄 一 興 日　二 領 スーヲ痛ハ　　ト
き
口

利ヲ左置ハ 條 、生

沮 官七 べ人用苦人　　ハ 獄

ト　シ右ハ市 規 十 員大 シ　ヲ　ル　ス　ヲ　　　何

爲テ　ノ圖街 模 二 日綱 罫ハル残　　ソ 則

ス心蝕式ヲ 條 雑ア シ不者虐　　罪
神地二隔 則　リ テ得ニス　　人 案

ヲニ詳テ 其日 萬已非ル　　ヲ
恰藥ナタ 詳興 人ニス者　　禁
ハ草　リ　ル ナ造 ヲ出人二　　鎖
新及各空 ル日 懲ツ　ヲ非　　シ
鮮美遊閑 コ繋 ス國懲ス　　且
ノ花園高 ト獄 ヲ　ノ戒人　　之
氣佳中燥 ハ　日 要為スヲ　　ヲ
ヲ實縦ノ 條懲 トメル仁　　懲
呼ア横地 目役 スニモ愛　　戒
吸ルノ　ヲ 二　日 獄害ノス　　セ
セ　ノ小　卜 悉疾 司ヲナル　　シ
シ樹脛ス ス病 欽除リモ　　ム
メ　ヲ　ニ　ヘ 堕 テ　ク　　　ノ　　　ル

且雑細シ
死
亡 此所　　ナ　　所

販植砂各 日 意以　　リ　　以
費シヲ舎 庭 ヲ　ナ　　人　　ナ
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造
ス
ル
ニ
其
制
都
鄙
大
小
ノ
別
ア
リ
ト
難
モ
皆
石
造
ス
ヘ
シ

若
シ
其
地
石
二
乏
ケ
レ
ハ
煉
火
石
ヲ
代
用
ス
只
其
制
ノ
堅
牢

ナ
ラ
ン
ヲ
要
ス
隅
角
房
口
子
門
ノ
左
右
上
下
等
ハ
必
ス
石
ヲ

用
フ
ヘ
シ
儒
格
ノ
如
キ
ハ
錬
鐵
ヲ
用
フ

凡
監
獄
ヲ
構
造
ス
ル
ニ
其
制
都
鄙
大
小
ノ
別
ア
リ
ト
錐
ト
モ

皆
石
造
ス
ベ
シ
若
其
地
石
二
乏
ケ
レ
ハ
煉
火
石
ヲ
代
用
ス
只

其
制
ノ
堅
牢
ナ
ラ
ン
ヲ
要
ス
隅
角
房
口
子
門
ノ
左
右
上
下
等

ハ
必
ス
石
ヲ
用
フ
ベ
シ
橿
格
ノ
如
キ
ハ
錬
鎮
ヲ
用
フ

2

守
卒
看
守
所
ノ
制
ハ
圓
形
室
ヲ
獄
舎
四
通
ノ
中
央
二
設
ケ
一

目
洞
硯
シ
テ
障
蔽
ノ
弊
無
ラ
シ
ム
此
レ
守
卒
ヲ
省
減
ス
ル
ノ

法
ナ
リ
詳
二
圖
二
悉
ス

守
卒
看
守
所
ノ
制
ハ
圓
形
室
ヲ
獄
舎
四
通
ノ
中
央
二
設
ケ
一

目
洞
視
シ
テ
障
蔽
ノ
弊
へ
無
ラ
シ
ム
此
レ
守
卒
ヲ
省
減
ス
ル

ノ
法
ナ
リ
詳
二
圖
二
悉
ス

II

3

四
周
塙
屏
ノ
制
悉
ク
石
造
ス
ヘ
シ
或
ハ
煉
化
石
ヲ
代
用
ス
高

サ
三
四
問
内
外
近
邊
二
竹
樹
等
ノ
攣
援
ス
ヘ
キ
者
ナ
キ
ヲ
要

ス
培
頂
或
ハ
圓
形
或
ハ
三
角
稜
二
作
ル
其
上
二
破
裂
ノ

フ
ラ
ス
コ
ノ
ワ
レ

罎
片
ヲ
布
植
シ
諭
越
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ラ
シ
ム
弊
編
肱
痴
瀞

灰
一
分
煉
化
．
石
未
一
分
河
砂

分
又
　
ん
二
卜
好
ノ

白
灰
ト
赤
ー
或
へ
河
砂
ト
等
分
堤
埴
ン
テ
之
ヲ
刑
フ

四
周
塙
屏
ノ
制
悉
ク
石
造
ス
ベ
シ
或
ハ
煉
火
石
ヲ
代
用
ス
高

サ
三
四
間
内
外
近
邉
二
竹
樹
等
ノ
撃
援
ス
ヘ
キ
者
ナ
キ
ヲ
要

ス
培
頂
或
ハ
圓
形
或
ハ
三
角
稜
二
作
ル
其
上
二
破
裂
ノ

．
鷺
．
脳
プ
布
植
シ
テ
鍮
越
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ラ
シ
ム
堺
鬼
ル
轡
湘

」
好
ノ
も
灰
　
分
煉
火
石
永
　
分
細
砂
ら
分
（
　
力

二
ー
好
ノ
石
灰
ト
赤
⊥
卜
等
分
堤
埴
ン
テ
之
ヲ
用
7

4

獄
ノ
内
外
渾
テ
汚
物
ナ
キ
ヲ
要
ス
先
ツ
土
地
∠
・
同
低
ヲ
量
リ

各
庭
水
道
ヲ
穿
チ
能
ク
涼
水
ヲ
疏
通
シ
毎
舎
ノ
雨
雷
及
ヒ
日

用
ノ
水
渣
ヲ
迭
テ
遠
地
二
致
シ
周
培
外
ト
錐
モ
死
水
ノ
溝
渠

ヲ
置
ク
ヘ
カ
ラ
ス
獄
中
ノ
渥
氣
ヲ
防
ク
所
以
ナ
リ
犠
螺
魁

仁
ヲ
用
フ
．
．
和
ー
ヲ

以
テ
其
縫
隙
ヲ
塗
ル

獄
ノ
内
外
渾
テ
汚
物
無
キ
ヲ
要
ス
先
ツ
土
地
ノ
高
低
ヲ
量
リ

各
庭
水
道
ヲ
穿
チ
能
ク
演
水
ヲ
疏
通
シ
毎
舎
ノ
雨
審
及
日
用

ノ
水
渣
ヲ
送
テ
遠
地
二
致
シ
周
培
外
ト
錐
ト
モ
死
水
ノ
溝
渠

ヲ
置
ク
ヘ
カ
ラ
ス
恥
禎
ヲ
鮪
匪
刀
麗
私
鮎
徹
険
聯
秋
賄
ア

5

獄
舎
ノ
制
ハ
櫻
二
層
若
ク
ハ
三
層
ナ
ル
ヘ
シ
毎
層
ノ
中
央
二

登
降
ノ
梯
階
ヲ
設
ケ
左
右
敷
十
房
ヲ
匠
別
シ
一
房
一
囚
ヲ
法

ト
ス
然
ト
モ
已
ヲ
得
サ
レ
ハ
一
房
二
五
人
ヲ
容
ル
献
酵
糠

獄
舎
ノ
制
ハ
櫻
二
層
若
ク
ハ
三
層
ナ
ル
ベ
シ
毎
層
ノ
中
央
二

登
降
ノ
梯
階
ヲ
設
ケ
左
右
数
十
房
ヲ
匠
別
シ
一
房
一
囚
ヲ
法

ト
ス
然
ト
モ
已
ヲ
得
サ
レ
ハ
ニ
房
二
五
人
ヲ
容
ル
紅
羅
鞍

剛
族
巖
壊
鵡
其
食
事
所
夜
具
所
等
ハ
之
ヲ
毎
層
ノ
一
隅
二
設
　
開
繊
礁
饗
”
其
食
事
所
夜
具
所
等
ハ
之
ヲ
毎
層
ノ
↓
隅
二
設
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C
b

2 1 9 8 7 6

シヲ内凡
一炊二浴
ヲ所煉場

決監
者獄
ハ　ノ

第
二
條

ト搬關凡
ヲ儲鎖衆　スニ許小ンス犯

或ニ
ハ層
煉三

一　　　　　　一
房
囚
ニ
　
ノ

生房
セ　ノ
シ　四

ク

厩　ト化炊 已制 未 サ縣毎書 化層 三房 ム壁
圃シ石所
ト餓ヲ厩
爲ノ畳圃
スー　ミ所
麟孚壁等
鉄又　ヲ　ノ
欺之築制

決及
者ヒ
ト蓮
相動
交場
ル　ヲ

ヲ置

決
者
ノ
臣と
皿

丞獅房ハ
臨雛容出
號製之悪ル　シ
講、修者テ
ユ罠享［契・各

　1沖只工
　瀬臥役

石ノ
ヲ床
用ハ
ヒ堅
三牢
和ノ
土板

人一
五丈
人立
ヲ方
容　ト

ル爲
、　ス

皆
望
土
ヲ
塗
リ
塵

耀ヲキハ
雛分以一
隔～チァ小

禁ク
ス等
ル他

汚水旦　二
臓ヲ　ノ、

幣ト就
鮎大ケ

ヲ　ヲ

堤用
埴フ

モ　ナ英

ノ影
ノ、　レ説

埃
ヲ
滞

態二中屋
楼ト分ヲ
又爲ノ運
別ス界動
二一一ト場
浴ヲ　ス中
場浴其ニ
ヲ場一建

ノ　ノ

ミ獄
　舎
　二
　里
　つ　フ
　ス
　只

猛中日
他小暮
物≦客
ヲ桶其
入　ト房
ル　ノ　ニ
・　ミ　入

シ最
テ下
填ハ
實土
ス床
ヘ　　ニ

シ　シ

　テ

之虻
二　健ヘ
　ニノ
準錨
　ノ　』’シ　リノ」

甚斗罫
酌フ「

ス然
ヘ　ト

メ
ス
且
光
線
ノ
反
射

ト牛テ 未 コ　桶ノ、　レ 石 シ　モ ヲ

シ　ヲ内凡
一炊二浴
ヲ所煉場

者監
ハ獄
已　ノ

第
二
條

コ論關凡
ト甦鎖衆
ヲ蒔ス犯

或ニ
ハ層
煉三

シ　ー　一

　房囚
　ニ　ノ

ヲ房
生ノ
セ　四

ク

廊　ト火炊
圃シ石所
ト餓ヲ厩
為ノ畳圃

決制
者及
ト運
相動

未
決
者
ノ

許撫毎書
サ暫房ハ
スヲ以容出
　出ず　ン暦　ノレ　シ

火層
石　ノ

ヲ床
用　ハ

三房
人一
五丈
人立

シ壁
ム皆
　垂
　土

スーテ所
㍊半壁等
ヲ夫又　ヲ　ノ

鯨之築制

交場
ル　ヲ

ヲ置
禁ク

監 碍者テ
脅ハ釜
、仲只『L
鞭臣卜役

ヒ　堅

三牢
和ノ
土板

ヲ方
容　ト

ル為
、　ス

ヲ
塗
リ
塵

謡ヲキハ
雛分以一
條紀テァ小

ス等
ル他
ノ　ノ

洗水、目．二
鋒ヲ　ノ、

循ト就
貼大ケ

ヲ　ヲ

挺用
埴フ

モ　ナ英

ノ潜
ノ、　レ，1兎

埃
ヲ
滞

漁二中屋
楼ト分ヲ
　為ノ運
　ス界動

ミ獄
　全
　ヨ
　ー　異

、慈中日

認小暮見＿
ユ供　ノ　ハ

他三各

シ最
テ下
填ハ
實土

之虻
二　健尺

　』ノ
準蜘
　ノ　ゴシ　リノ」

メ
ス
且
ツ

一　ト場 ラ 物桶其 ス床 テ望 光

ヲス中 ス 　　一ヲ　ト　房 ヘ　　ニ 酉斗フ下 線

浴其二 只 入ノ　ニ シ　シ 酌然 ノ

場一建 未 ル　こ　入
　、

テ ス　ト 反

ト半テ 決 、　桶人　レ 石 ヘ　モ 射
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設
ル
モ
可
ナ
リ
炊
所
浴
場
共
二
煉
化
石
ヲ
以
テ
之
ヲ
製
ス
ヘ

又
別

シ
譲
撮

二
浴
場
ヲ
設
ル
モ
可
ナ
リ
炊
所
浴
場
共
二
煉
火
石
ヲ
以
テ
之

ヲ
製
ス
ヘ
轟
候
－
、

3

食
堂
ハ
別
二
之
ヲ
設
ク
若
シ
別
二
之
ヲ
設
ケ
サ
レ
ハ
之
ヲ
蓮

食
堂
ハ
別
二
之
ヲ
設
ク
若
シ
別
二
之
ヲ
設
ケ
ザ
レ
ハ
之
ヲ
運

動
場
中
二
食
セ
シ
ム
ル
モ
亦
可
ナ
リ
雨
日
ニ
ハ
之
ヲ
獄
舎
ノ

動
場
中
二
食
セ
シ
ム
ル
亦
可
ナ
リ
雨
日
ニ
ハ
之
ヲ
獄
舎
ノ
籏

管
下
二
食
セ
シ
ム
ル
ヲ
便
宜
ト
ス

下
二
食
セ
シ
ム
ル
ヲ
便
宜
ト
ス

C
c

第
三
條
　
已
決
者
ノ
監

第
三
條
已
決
者
ノ
監

1

役
囚
懲
役
場
二
出
テ
エ
ニ
服
ス
ル
者
ハ
嚴
二
其
彊
域
ヲ
匠
別

役
囚
懲
役
場
二
出
テ
エ
ニ
服
ス
ル
者
ハ
嚴
二
其
彊
域
ヲ
匠
別

シ
未
決
者
ト
往
來
混
清
ス
ル
ヲ
聴
サ
ス

シ
未
決
者
ト
往
来
混
清
ス
ル
ヲ
許
サ
ス

2

己
決
者
ノ
監
制
ハ
未
決
者
ノ
監
ト
異
ナ
ル
無
シ
但
暗
室
二
一

已
決
者
ノ
監
ハ
未
決
者
ノ
監
ト
異
ナ
ル
無
シ
但
暗
室
二
一
ヲ

ヲ
毎
層
ノ
斉
二
造
テ
獄
法
二
違
ヒ
或
ハ
洋
テ
疾
病
ト
構
ス
ル

毎
層
ノ
労
二
造
テ
獄
法
二
違
ヒ
或
ハ
洋
テ
疾
病
ト
称
ス
ル
モ

モ
ノ
ヲ
懲
ス
暗
室
中
二
鐵
網
孔
ヲ
穿
チ
空
氣
ヲ
通
シ
テ
光
線

ノ
ヲ
懲
ス
暗
室
中
二
鉄
網
孔
ヲ
穿
チ
空
氣
ヲ
通
シ
テ
光
線
ヲ

ヲ
通
セ
ス

通
セ
ス

C
d

第
四
條
　
食
堂

第
四
條
食
堂

1

食
堂
ハ
毎
獄
ノ
下
層
二
設
ク
長
飯
案
及
ヒ
長
椅
子
ヲ
置
ク
役

食
堂
ハ
毎
獄
ノ
下
層
二
設
ク
長
飯
案
及
ヒ
長
椅
r
ヲ
置
ク
役

囚
ヲ
シ
テ
會
食
セ
シ
ム
若
シ
其
食
堂
ナ
キ
モ
ノ
ハ
之
ヲ
蓮
動

囚
ヲ
シ
テ
會
食
セ
シ
ム
若
其
食
堂
ナ
キ
モ
ノ
ハ
之
ヲ
運
動
工

工
役
場
中
二
食
セ
シ
ム
若
シ
犯
人
ノ
混
清
ヲ
忌
ム
モ
ノ
ハ
食

役
場
中
二
食
セ
シ
ム
若
犯
人
ノ
混
清
ヲ
忌
ム
モ
ノ
ハ
食
堂
ヲ

堂
ヲ
異
ニ
ス

異
ニ
ス

2

　
？
｝

【
附
録
】
炊
室
ハ
前
門
ト
中
門
ト
ノ
間
二
設
ク
守
兵
所
ト

　
（
3
）

【
附
録
】
炊
室
ハ
前
門
ト
中
門
ト
ノ
間
二
設
ケ
守
兵
所
ト
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相
封
ス
雨
舎
共
二
破
瑠
障
ヲ
用
ヒ
守
兵
ノ
坐
シ
テ
炊
夫
ノ

相
封
ス
両
舎
共
二
破
瑠
障
ヲ
用
ヒ
守
兵
ノ
坐
シ
テ
炊
夫
ノ

動
作
ヲ
洞
視
シ
失
火
ヲ
警
メ
不
法
ヲ
監
督
ス
ル
ニ
便
ニ
シ

動
作
ヲ
洞
視
シ
失
火
ヲ
警
メ
不
法
ヲ
監
督
ス
ル
ニ
便
ニ
シ

別
二
守
兵
ヲ
置
ノ
費
ヲ
省
ク
但
炊
夫
ハ
役
囚
ヲ
用
フ
故
二

別
二
守
兵
ヲ
置
ノ
費
ヲ
省
ク
但
炊
夫
ハ
役
囚
ヲ
用
フ
故
二

一
獄
丁
ヲ
シ
テ
日
二
炊
室
二
在
テ
之
ヲ
監
視
セ
シ
ム

一
守
卒
ヲ
シ
テ
日
二
炊
室
二
在
テ
之
ヲ
監
視
セ
シ
ム

前
門
ヨ
リ
中
門
二
至
ル
ノ
問
若
干
間
ア
リ
右
ヲ
獄
司
ノ
宅

前
門
ヨ
リ
中
門
二
至
ル
ノ
間
若
干
間
ア
リ
右
ヲ
獄
司
ノ
宅

ト
シ
次
ヲ
炊
室
ト
シ
左
ヲ
副
司
ノ
宅
ト
爲
シ
次
ヲ
守
兵
所

ト
シ
次
ヲ
炊
室
ト
シ
左
ヲ
副
司
ノ
宅
ト
為
シ
次
ヲ
守
兵
所

ト
爲
ス

ト
爲
ス

C
e

第
五
條
　
浴
場

第
五
條
浴
場

1

浴
場
ノ
多
少
ハ
監
獄
ノ
大
小
二
由
リ
ニ
三
乃
至
五
六
ト
ス
毎

浴
場
ノ
多
少
ハ
監
獄
ノ
大
小
二
由
リ
ニ
三
乃
至
五
六
ト
ス
毎

日
犯
人
ヲ
シ
テ
役
畢
テ
浴
二
就
カ
シ
ム
夏
ハ
水
冬
ハ
湯

日
犯
人
ヲ
シ
テ
役
畢
テ
浴
二
就
カ
シ
ム
夏
ハ
水
冬
ハ
湯

2

未
決
者
ノ
監
ハ
毎
舎
二
浴
場
ヲ
置
ク
各
蝦
螺
．

未
決
者
ノ
監
ハ
毎
舎
二
浴
場
ヲ
置
ク
覇
論
捨
，

3

浴
場
石
或
ハ
煉
化
石
ヲ
以
テ
之
ヲ
造
リ
失
火
ヲ
防
ク
焚
夫
亦

浴
場
ハ
石
或
ハ
煉
火
石
ヲ
以
テ
之
ヲ
造
リ
失
火
ヲ
防
ク
焚
夫

犯
人
ナ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ

亦
犯
人
ナ
ル
ヲ
以
ナ
リ

4

　
（
4
）

【
附
録
】
各
獄
ノ
井
ハ
毎
井
桁
二
堅
牢
ノ
鐵
網
ヲ
蓋
フ
以

　
（
5
）

【
附
録
】
各
獄
ノ
井
ハ
毎
井
桁
二
堅
牢
ノ
鉄
網
ヲ
蓋
フ
以

テ
各
犯
ノ
投
没
ヲ
防
ク
網
中
二
通
瓶
ノ
孔
ヲ
穿
チ
以
テ
水

テ
各
犯
ノ
投
没
ヲ
防
ク
網
中
二
通
瓶
ノ
孔
ヲ
穿
チ
以
テ
水

ヲ
汲
ム
瓶
綬
亦
鐵
鎖
ヲ
用
ユ
豫
メ
切
断
シ
テ
塀
二
縫
ス
ル

ヲ
汲
ム
瓶
綬
亦
鐵
鎖
ヲ
用
ユ
豫
メ
切
断
シ
テ
塀
二
縄
ス
ル

ヲ
防
ク

ヲ
防
ク

C
f

第
六
條
　
運
動
場

第
六
條
運
動
場

1

未
決
者
ハ
懲
役
ヲ
命
セ
ス
故
二
時
時
獄
園
二
出
テ
迫
遙
シ
花

未
決
者
ハ
懲
役
ヲ
命
セ
ス
故
二
時
々
獄
園
二
出
テ
迫
遥
シ
花
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C
J

C
l

C
h

C
91 1 1 1

他此
監監
二亦
比界
ス医
レ　ヲ

ハ別
梢チ
寛他
ナ監
ル　ト

ヘ往
シ來
　セ
　シ
　メ
　ス
　罪
　囚
　ヲ
　遇
　ス
　ノレ

第
十
條
懲
治
監

以シ匠病
テ生別監
病氣スハ
囚ヲル最
ノ疏ノ高
遊通　ミ燥
観シニノ
ニ四シ地
供外テヲ
スニ各　卜
　清囚ス
　潔ノ可
　ノ房シ
　遊ヲ監
　園匠中
　ヲ書唯
　開セ未
　キス決
　花憲已
　卉戸決
　ヲ　ヲ　ノ

　植寛囚
　テ廣ヲ

第
九
條
病
監

ス懲女
　役監
　場ハ
　運建
　動築
　場ヲ
　厨別
　場二
　浴シ
　場男
　炊監
　場　ト

　等相
　ノ接
　如セ
　モ　ス
　亦其
　他往
　監來
　ト　ヲ
　同峻
　ク拒
　セ　ス

第
八
條
女
監

ヲ罪
異已
ニ　　ニ

ス決
飲シ
食懲
ノ役
如ニ
キ服
モ　ス

亦ル
工者
業ハ
ニ各
從般
テ　ノ

直工
二業
役二
場因
ニ　テ

食役
ス場

第
七
條
懲
役
場

テ服樹
運役二
動動濯
ヲ作キ
爲運藥
シ養草
ム以ニ
　テ培
　其ヒ
　筋以
　骨テ
　ヲ其
　健身
　二髄
　ス　ヲ
　雨養
　日　フ

　ニ已
　ハ決
　各者
　獄ハ
　中毎
　二　日

他此
臣と　臣と
皿　　■1■L

二亦
比界
ス匠
レ　ヲ

ハ別
梢チ
寛他
ナ監
ル　ト

ヘ往
シ来
　セ
　シ
　ーκ

　ス
　罪
　囚
　ヲ
　遇
　ス
　ノレ

第
十
條
懲
治
監

以シ区病
テ生別監
病氣スハ
囚ヲル最
ノ疏ノ高
游通　ミ燥
観シニノ
ニ四シ地
供外テヲ
スニ各　卜
　清囚ス
　潔ノ可
　　一　ノ　房　シ
　游ヲ監
　園匠中
　ヲ書唯
　開セ未
　キ　ス決
　花窓已
　卉戸決
　ヲ　ヲ　ノ

　植寛囚
　テ廣ヲ

第
九
條
病
監

ス懲女
　役監
　場ハ
　運建
　動築
　場ヲ
　厨別
　場二
　浴シ
　場男
　炊監
　場　ト

　等相
　ノ接
　如セ
　モ　ス
　亦其
　他往
　監来
　ト　ヲ

　同峻
　ク拒
　セ　ス

第
八
條
女
監

ス場罪
　ヲ　已
　異ニ
　ニ決
　ス　シ
　飲懲
　食役
　ノ　ニ
　如服
　キ　ス
　モ　ル
　亦者
　工ハ
　業各
　二般
　従ノ
　テ工
　直業
　ニ　　ニ

　役因
　場テ
　ニ其
　食役

第
七
條
懲
役
場

テ服樹
運役二
動動潅
ヲ作キ
為運藥
シ養草
ム以ニ
　テ培
　其ヒ
　筋以
　骨テ
　ヲ其
　健身
　二膿
　ス　ヲ
　雨養
　日　フ

　ニ已
　ハ決
　各者
　獄ハ
　中毎
　二　日
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C
k
1 6 5 4 3 2

豚場
難中
ヲ　ニ

畜田
養畝
シ　ヲ

或關
ハ　キ

牛衆
乳役
ヲ　ヲ

搾シ
リ　テ

羊疏
酪菜
ヲ　ヲ

製播
シ種
或シ
ハ或
総ハ
囚牛
及羊

第
十
一
條
寛
役
場

騨ノ此脱
二等目監籍
努途二無
　ヲ移産
　立シ復
　然罪籍
　ル囚シ
　後トカ
　本匠タ
　人別キ
　望シ者
　ミ工本
　ノ藝刑
　地ヲ懲
　へ習役
　入慣ノ
　籍セ限
　セシ満
　シ　メ　チ

　ム濁シ
　誌立後
　！・二活ハ

　鰹計皆

入　ト雫
ル能民
　ハ罪
　サ　ヲ
　ル犯
　モ　シ
　ノ購
　・罪
　實ス
　決ヘ
　シ　キ
　テ者
　懲無
　役力
　ス　ニ
　ル　シ
　如テ
　キ情
　ハ實
　皆瞭
　此ス
　監ル
　ニ　　コ

ノ苦凡
下ヲ輕
吏忍囚
ト　ヒ　ヲ

ス改シ
ル心テ
ヲ　シ書

聴以籍
ス　テ　ヲ

　才習
　藝讃
　ヲ　シ
　成工
　ス業
　モ　ヲ
　ノ練
　ハ熟
　抜セ
　擢シ
　シ　メ
　テ能
　監ク
　獄銀

ヲ李
請民
フ其
モ子
ノ弟
ハ　ノ

之不
ヲ良
聴ヲ
ス憂
　フ
　ノレ

　モ
　ノ
　ア
　リ
　此
　監
　二
　入
　ン
　コ
　ト

シ司貧ニ
ム之婁十
鮎ヲ管歳
司一懇生以
薇論ノ下
辮シ計懲
聾テナ役
告逆長ク満
綴ク再期
融此ヒニ
ニ挾監悪至
留ム　　　立
ム者二思　リ

　留ヲ悪
　メ挾心
　テム未
　螢ニタ
　生嫌俊
　ノ　ア　ラ

　業ルサ
　ヲ　モ　ル

　勉ノ者
　働ハ或
　セ獄ハ

豚場
難中
ヲ　ニ

畜田
養畝
シ　ヲ

或關
ハ　キ

牛衆
乳役
ヲ　ヲ

搾シ
リ　テ

羊疏
酪菜
ヲ　ヲ

製播
シ種
或シ
ハ或
動ハ
物牛
ノ羊

第
十
一
條
寛
役
場

跡ノ此脱
ノ佗目監籍
螺途二無
嚇ヲ移産
ノ立シ復
　テ罪籍
　然囚シ
　ル　ト　カ

　後遜タ
　本別キ
　人シ者
　望工本
　ミ藝刑
　ノ　ヲ懲
　地習役
　へ慣ノ
　入セ限
　籍シ満
　セ　メ　チ

　シ濁シ
　ム立後
　練1活ハ
　楚計皆

一
本
文
之
通
増
補
仕
度
＿
事ヱ
ー

入＿ト庶
ル皇能人

　ハ罪
　サ　ヲ
　ル犯
　者シ
　折願
　半罪
　實ス
　決ヘ
　シ　キ
　テ者
　懲無
　役力
　ス　ニ
　ル　シ
　如テ
　キ惰
　ハ實
　皆腰
　此ス
　監ル
　、ニ　コ

ノ苦凡
下ヲ輕
吏忍囚
ト　ヒ　ヲ

ス阪シ
ル心テ
ヲ　シ書

聴以籍
ス　テ　ヲ

　才習
　藝讃
　ヲ　シ
　成工
　ス業
　モ　ヲ
　ノ練
　ハ熟
　抜セ
　擢シ
　シ　メ
　テ能
　監ク
　獄歎

ト平
ヲ民
請其
フ　子

モ弟
ノ　ノ

ハ不
之良
ヲ　ヲ

聴憂
ス　フ

　ノレ

　モ
　ノ
　ア
　リ
　コ
　ノ
　監
　二
　入
　ン
　コ

シ司貧ニ
ム之婁十
　ヲ営歳
　懇生以
　喩ノ下
　シ計懲
　テナ役
　長ク満
　ク再期
　此ヒ　ニ
　監悪至
　二意リ
　留ヲ悪
　メ挾心
　テム未
　営ニタ
　生嫌俊
　ノ　ア　ラ

　業ルサ
　ヲ　モ　ル

　勉ノ者
　働ハ或
　セ獄ハ
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ヒ
動
物
ノ
糞
溺
ヲ
取
テ
田
畝
ヲ
培
養
ス

糞
溺
及
ヒ
総
獄
ノ
尿
尿
ヲ
取
テ
田
畝
ヲ
培
養
ス

2

寛
役
場
ハ
獄
外
便
利
ノ
地
ヲ
揮
テ
之
ヲ
設
ク
其
制
ハ
尋
常
民

寛
役
場
ハ
獄
外
便
利
ノ
地
ヲ
揮
テ
之
ヲ
設
ク
其
制
ハ
尋
常
民

舎
ニ
シ
テ
四
周
二
垣
培
ヲ
設
ル
ノ
ミ
其
役
徒
ヲ
遇
ス
ル
最
寛

舎
ニ
シ
テ
四
周
二
垣
培
ヲ
設
ル
ノ
ミ
其
役
徒
ヲ
遇
ス
ル
最
寛

裕
ナ
ル
可
シ

裕
ナ
ル
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

［
本
文
之
通
阪
正
仕
度
事
］

3

凡
犯
人
慶
疾
及
ヒ
盲
人
其
他
服
役
中
疾
病
二
罹
リ
残
疾
二
至

凡
犯
人
廃
疾
篤
疾
ノ
外
服
役
中
疾
病
二
係
リ
残
二
至
ル
者
ハ

ル
者
ハ
尋
常
役
ヲ
執
シ
メ
ス
皆
此
場
二
入
ル

本
役
ヲ
免
シ
此
場
二
入
ル

［
凡
犯
罪
六
十
歳
以
上
ノ
者
懲
役
ノ
刑
ニ
ア
タ
リ
或
ハ
少

壮
ト
雄
ト
モ
病
弱
ニ
シ
テ
懲
役
二
堪
サ
ル
者
ノ
如
キ
ハ
此

場
二
入
レ
テ
役
限
ヲ
終
シ
ム
］

4

〔
マ
マ
）

木
　
暇
日
各
囚
ヲ
獄
内
二
召
シ
整
列
シ
テ
獄
司
二
見
ヘ
シ
ム

休
暇
日
ハ
各
囚
ヲ
獄
内
二
召
シ
整
列
シ
テ
獄
司
二
見
エ
シ
ム

［
朔
望
及
ヒ
休
暇
日
ハ
只
休
暇
日
ト
ナ
シ
テ
可
ナ
ル
ベ
シ
］

5

若
シ
此
場
ヲ
監
獄
場
中
二
設
ク
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
石
造
ニ
シ
火

若
此
場
ヲ
監
獄
場
中
二
設
ク
ル
寸
ハ
コ
レ
ヲ
石
造
ニ
ス
ヘ
シ

災
ノ
憂
ナ
カ
ラ
シ
ム

草
舎
ハ
失
火
延
焼
ノ
憂
ア
リ

C
l

第
十
二
條
　
官
署

第
十
二
條
官
署

1

官
署
ハ
中
門
内
二
設
ケ
囚
人
ノ
出
入
必
ス
其
舎
前
ヲ
過
ル
ヲ

官
署
ハ
中
門
内
二
設
ケ
囚
人
ノ
出
入
必
ス
其
舎
前
ヲ
過
ク
ル

要
ス
其
廣
挾
ノ
如
キ
ハ
適
宜
ニ
シ
テ
可
ナ
リ

ヲ
要
ス
其
廣
挾
ノ
如
キ
ハ
適
宜
ニ
シ
テ
可
ナ
リ

∩
∠

試
司
以
「
葺
ヨ
昼
席
シ
ァ
事
ヲ
執
レ
退
昌
ノ
受
ハ
書
記
茸
及

試
司
及
副
可
以
「
小
吏
医
二
至
ル
マ
テ
葺
ヨ
昌
席
シ
テ
事
ヲ

馨
各
一
名
輪
番
宿
直
ス

執
ル
退
出
ノ
後
ハ
書
記
官
一
名
輪
番
二
宿
直
ス
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D

○
繋
獄

○
繋
獄

1

未
決
者
繋
獄
中
ノ
則
目
左
ノ
如
シ

未
決
者
繋
獄
中
ノ
則
目
左
ノ
如
シ

2

一
懲
役
ヲ
命
セ
ス

一
懲
役
ヲ
命
セ
ス

3

一
獄
衣
ヲ
著
セ
ス

一
獄
衣
ヲ
着
セ
ス

4

一
工
業
ヲ
螢
ン
ト
請
フ
者
ハ
之
ヲ
聴
シ
且
其
器
械
ヲ
貸
シ
與

一
工
業
ヲ
営
ン
ト
請
フ
者
ハ
之
ヲ
聴
シ
且
ツ
其
器
械
ヲ
貸
シ

フ
若
シ
其
人
罪
ナ
キ
ニ
決
ス
レ
ハ
獄
中
二
螢
ム
所
ノ
工
銭

與
フ
若
シ
其
人
罪
ナ
キ
ニ
決
ス
レ
ハ
獄
中
二
営
ム
所
ノ
エ

ハ
悉
ク
之
ヲ
與
フ
只
器
械
ノ
損
償
少
許
ヲ
官
二
牧
ム
ル
ノ

銭
ハ
悉
ク
之
ヲ
與
フ
只
器
械
ノ
損
慣
少
許
ヲ
官
二
収
ム
ル

ミ
若
シ
罪
ア
ル
ニ
決
ス
レ
ハ
從
前
ノ
工
銭
ハ
前
例
二
從
テ

ノ
ミ
若
シ
罪
ア
ル
ニ
決
ス
レ
ハ
従
前
ノ
工
銭
ハ
前
例
二
従

之
ヲ
給
シ
爾
後
ハ
懲
役
ノ
例
二
入
ル

テ
之
ヲ
給
シ
称
後
ハ
懲
役
ノ
例
二
入
ル

5

一
其
親
戚
ヨ
リ
衣
食
ヲ
贈
與
セ
ン
ト
請
フ
モ
ノ
ア
レ
ハ
之
ヲ

一
其
親
戚
ヨ
リ
衣
食
ヲ
贈
與
セ
ン
ト
請
フ
モ
ノ
ア
レ
ハ
之
ヲ

聴
ス
但
シ
食
物
ハ
瞥
ヲ
シ
テ
検
査
セ
シ
メ
衣
服
ハ
包
藏
物

聴
ス
但
シ
食
物
ハ
医
ヲ
シ
テ
之
ヲ
検
査
セ
シ
メ
衣
服
ハ
包

ヲ
嚴
査
ス

蔵
物
ヲ
嚴
査
ス

6

一
書
信
ハ
囚
ノ
情
願
已
ヲ
得
サ
ル
コ
ト
ア
レ
ハ
獄
司
裁
判
官

↓
書
信
ハ
獄
司
其
害
ノ
有
無
ヲ
検
シ
テ
贈
答
ヲ
聴
ス

ト
商
議
シ
テ
之
ヲ
聴
ス

7

一
監
中
日
没
後
ハ
談
話
ヲ
禁
ス

］
監
中
日
没
後
ハ
談
話
ヲ
禁
ス

8

一
裁
判
官
其
輕
罪
ナ
ル
ヲ
察
ス
レ
ハ
其
親
戚
若
ク
ハ
故
蓄
爾

一
裁
判
官
其
軽
罪
ナ
ル
ヲ
察
ス
レ
ハ
其
親
戚
若
ク
ハ
故
酋
両

人
以
L
二
保
責
シ
讃
書
ヲ
納
レ
シ
メ
テ
其
家
二
還
ス

人
以
上
二
保
責
シ
讃
書
ヲ
納
レ
シ
メ
テ
其
家
二
還
ス

但
謹
書
ニ
ハ
若
シ
囚
人
遁
逃
ス
レ
ハ
律
法
二
依
リ
罰
ヲ

但
シ
讃
書
ニ
ハ
若
シ
囚
人
遁
逃
ス
レ
パ
律
法
二
依
リ
罰

受
ク
可
キ
コ
ト
ヲ
書
載
ス

ヲ
受
ク
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
書
載
ス
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9

一
裁
判
官
其
重
罪
ナ
ル
ヲ
察
ス
レ
ハ
事
毎
二
指
揮
シ
テ
嚴
密

一
裁
判
官
其
重
罪
ナ
ル
ヲ
察
ス
レ
ハ
事
毎
二
指
揮
シ
テ
嚴
密

ヲ
極
メ
シ
ム

ヲ
極
メ
シ
ム

01

一
重
典
二
庭
ス
ル
ノ
罪
ナ
シ
ト
雄
ト
モ
其
人
好
猜
且
屡
法
ヲ

一
重
典
二
庭
ス
ル
ノ
罪
ナ
シ
ト
錐
ト
モ
其
人
好
猜
且
ツ
屡
法

犯
シ
テ
悔
サ
ル
者
ハ
之
ヲ
庭
ス
ル
コ
ト
他
ノ
輕
囚
ト
同
シ

ヲ
犯
シ
テ
悔
サ
ル
者
ハ
之
ヲ
庭
ル
コ
ト
他
ノ
輕
囚
ト
同
シ

カ
ラ
ス
亦
事
毎
二
之
ヲ
嚴
ニ
ス

カ
ラ
ス
亦
事
毎
二
之
ヲ
嚴
ニ
ス

n

↓
各
囚
毎
朝
其
居
ル
所
ヲ
掃
除
ス
ヘ
シ

一
各
囚
毎
朝
其
居
ル
所
ヲ
掃
除
ス
ヘ
シ

21

一
食
糧
ハ
五
人
ヲ
一
蓮
ト
為
ス
内
一
人
炊
事
ヲ
執
ル
五
人
輪

一
食
糧
ハ
五
人
ヲ
一
伍
ト
爲
ス
内
一
人
炊
事
ヲ
執
ル
五
人
輪

炊
五
日
ニ
シ
テ
初
メ
ニ
復
ル
歎
蠕
弊
鶴
莞
諺
融
財
野
製

吋ン

炊
五
日
ニ
シ
テ
初
メ
ニ
復
ル
禁
猿
愈
賜
碩
砿
那
蝋
勢
勢

（
9
）

ヘシ

［
食
糧
ハ
五
人
ヲ
一
伍
ト
爲
ス
内
一
人
炊
事
ヲ
執
ル
五
人

輪
炊
五
日
ニ
シ
テ
初
メ
ニ
復
ル
或
ハ
総
監
合
炊
シ
テ
配
與

　
（
1
0
）

セ
シ
ム
］

［
以
下
ワ
リ
註
之
通
陵
正
仕
度
事
］

［
総
監
合
炊
配
與
ノ
例
多
キ
ヲ
以
宜
ク
其
制
ヲ
用
ユ
ベ
キ

　
　
（
H
）

二
似
タ
リ
］

E

O
懲
役
十
二
條

○
懲
役
十
二
條

E
a

第
一
條
　
常
人
懲
役

第
一
條
常
人
懲
役

1

常
囚
罪
已
二
決
ス
レ
ハ
先
ツ
重
鎖
ヲ
著
シ
第
五
等
ノ
役
ヲ
ト

ラ
ン
ム
一
百
ヨ
ヲ
脛
過
ス
レ
、
第
四
等
ニ
ス
・
メ
脛
鎖
ヲ
著

常
囚
罪
已
二
決
ス
レ
ハ
先
ツ
重
鎖
ヲ
着
シ
第
五
等
ノ
役
ヲ
執

ソ
ム
ニ
百
日
ヲ
径
過
ス
レ
、
第
四
等
二
進
メ
経
鎖
ヲ
着
ス
四

ラ
シ
ム
一
百
日
ヲ
纒
過
ス
レ
ハ
第
四
等
ニ
ス
・
メ
輕
鎖
ヲ
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ノ
カ
ゴ

ク
四
等
ノ
限
ヲ
纒
過
ス
レ
ハ
第
三
等
二
進
メ
爾
　
鉄
　
ヲ
著

シ
ム
一
百
日
ヲ
経
過
ス
レ
ハ
第
四
等
二
進
メ
軽
鎖
ヲ
着
ス
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
シ
カ
ィ

等
ノ
限
ヲ
経
過
ス
レ
ハ
第
三
等
二
進
メ
両
　
鉄
　
ヲ
着
ス
三
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ス
三
等
ノ
限
ヲ
輕
過
ス
レ
ハ
第
二
等
二
進
メ
片
欽
ヲ
著
ス
ニ

等
ノ
限
ヲ
経
過
ス
レ
ハ
第
二
等
二
進
メ
片
欽
ヲ
着
ス
ニ
等
ノ

等
ノ
限
ヲ
経
過
ス
レ
ハ
第
一
等
二
進
メ
戒
具
ヲ
脱
ス
但
監
外

限
ヲ
経
過
ス
レ
ハ
第
一
等
二
進
メ
戒
具
ヲ
脱
ス
但
監
外
出
役

出
役
ノ
日
諸
囚
皆
長
鎖
ヲ
用
ヒ
ニ
人
一
連
ト
爲
ス
礁
燐
黙

ノ
日
諸
囚
皆
長
鎖
ヲ
用
ヒ
ニ
人
一
連
ト
為
ス

第
一
、
．
號

二
見
ユ

E
b

第
二
條
　
殊
藝

第
二
條
殊
遇

1

工
藝
ア
ル
罪
囚
第
五
等
ノ
役
ヲ
経
過
ス
レ
ハ
其
長
技
ヲ
專
治

工
藝
ア
ル
罪
囚
第
五
等
ノ
役
ヲ
経
過
ス
レ
ハ
其
長
技
ヲ
專
治

セ
シ
ム
此
ヲ
殊
藝
ト
名
ク
殊
藝
人
ヲ
分
テ
L
中
下
三
級
ト
爲

セ
シ
ム
此
ヲ
殊
遇
ト
名
ク
殊
遇
人
ヲ
分
テ
上
中
下
三
級
ト
爲

ス
異
能
妙
技
ア
ル
者
ハ
直
チ
ニ
上
級
二
進
ム
次
ナ
ル
者
ハ
之

ス
異
能
妙
技
ア
ル
者
ハ
直
チ
ニ
上
級
二
進
ム
次
ナ
ル
者
ハ
之

ヲ
中
級
二
置
ク
又
其
次
ヲ
下
級
ト
爲
ス
腺
輸
償
殊
舅
嬰
齢

ヲ
中
級
二
置
ク
又
其
次
ヲ
下
級
ト
爲
ス
膿
輪
偵
騙
切
嬰
卸

㎡
騨
州
続
乱
響
難
鵠
下
級
ハ
雨
鉄
ヲ
用
フ
中
級
ハ
片
欽
ヲ

ガ
懐
獣
窺
継
驚
鶉
鷹
下
級
ハ
両
鉄
ヲ
用
フ
中
級
ハ
片
欽
ヲ

用
フ
上
級
以
上
戒
具
ヲ
脱
ス
但
長
ク
下
級
二
在
ル
者
ト
錐
ト

用
フ
上
級
以
上
戒
具
ヲ
脱
ス
但
長
ク
下
級
二
在
ル
者
ト
錐
卜

モ
常
人
懲
役
ノ
第
四
等
ノ
限
ヲ
脛
レ
ハ
片
欽
ヲ
用
ユ
ル
コ
ト

モ
常
人
懲
役
ノ
第
四
等
ノ
限
ヲ
纒
レ
ハ
片
欽
ヲ
用
ユ
ル
コ
ト

中
級
ノ
例
ノ
如
シ
第
三
等
ノ
限
ヲ
輕
レ
ハ
下
級
中
級
共
二
戒

中
級
ノ
例
ノ
如
シ
第
三
等
ノ
限
ヲ
経
レ
ハ
下
級
中
級
共
二
戒

具
ヲ
脱
ス
ル
コ
ト
上
級
ノ
例
ノ
如
シ

具
ヲ
脱
ス
ル
コ
ト
上
級
ノ
例
ノ
如
シ

E
c

i

第
三
條
　
老
幼

第
三
條
老
幼

1

老
幼
及
ヒ
天
稟
虚
弱
或
ハ
病
後
ノ
罪
囚
ハ
始
ヨ
リ
輕
鎖
ヲ
著

老
幼
及
ヒ
天
稟
虚
弱
或
ハ
病
後
ノ
罪
囚
ハ
始
ヨ
リ
軽
鎖
ヲ
着

シ
輕
役
ヲ
執
シ
ム
後
チ
爾
欽
ト
爲
リ
片
鉄
ト
爲
リ
及
ヒ
戒
具

シ
軽
役
ヲ
執
シ
ム
後
チ
両
欽
ト
爲
リ
片
欽
ト
爲
リ
及
ヒ
戒
具

ヲ
脱
ス
ル
ノ
限
ハ
常
人
懲
役
法
ノ
例
ノ
如
シ
諜
輪
翰
蝶
履

ヲ
脱
ス
ル
ノ
限
ハ
常
人
懲
役
法
ノ
例
ノ
如
シ
諜
魏
船
蝶
嘱

白
日
卜
四
享
ノ
　
百
H
ト
合
テ
ニ
白
ロ
ヲ
軽
鎖
ノ
限
ト
ス
　
一
等
／
し
1
日
ヲ
嗣
鉢
ノ
限
ト
ス
　
一
等
ノ
四

ー
力
日
ヲ
片
鉄
ノ
限
ト
ス
．
等
ノ
四
ー
五
ロ
ヲ
戒
貝
ヲ
脱
ス
ル
ノ
限
ト
ス
但
ン
ー
五
歳
以
ト
ノ
男
ハ
始

ヨ
リ
戒
具

ヲ
用
ヒ
ス

自
日
卜
四
壕
ノ

白
日
卜
ム
リ
7
　
白
ロ
ヲ
軽
鎖
ノ
限
ト
ス
一
等
ノ
L
ー
日
ヲ
両
鉄
ノ
限
ト
ス
　
等
ノ
四

ー
五
日
ヲ
h
鉄
ノ
限
ト
λ
　
等
ノ
四
r
五
ロ
ヲ
戒
具
ヲ
脱
ス
ル
ノ
隈
ト
フ
、
仰
卜
四
歳
以
ト
ノ
男
ハ
姑
ヨ

リ
戒
具
、
ヲ

用
ヒ
ス

【
欄
中
細
註
ノ
一
等
日
敷
ハ
懲
役
表
欄
外
附
載
ノ
條
ヲ
参
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（
1
2
）

E
e
E
d3 2 1 1

隼四
メ等
・五
ノ三等

勺ハ
ノ監
謹外
斐ノ
ニ重
艮役
乳　二

之服
ヲ　ス

勺之
斐ヲ
ト外
呂役
ク　ト

勺名
隻ク
ノ　三

芋1等
更二

養輕
難懲
豚役
牧ハ
牛老
羊幼
ノ婦
類女
ナ　ヲ

リ役
騰ス
濫掃ノ、簡
鞭洒
礁洗
冨潜
　裁
　縫
　紡
　織
　絢
　縄
　製
　藥

　　　　　　　　　常
第　　第　　第　　第　　第人
一セニ皮三調四搾五懲
等シ等革等土等　リ　等役
　ム　　工　　及　　石　　二
第或第巖木ヒ諸ヲ土五
ニハ三職工耕官砕石等
等之等工竹転邸ク　ヲア
トヲ　トノエノ　ノ　ノ運リ
同炊同類籐類造類搬毎
シ夫シニエナ螢ナシ等
但門但シ鍛リ街　リ荒ノ
此番其テ工盤路諾地役
限絹長＝石顯ノ翰ヲ法
ヲフ番技課工附造修車道開左
満箸ヲ專桶購繕罹墾ノ
気便學考麦星罠艦菜誓
放用他許工　　煉凱ヲ
免ス　囚　ス履　　　化醜春
ス　　ヲ　　工　　石ユ搬キ
　　教　　及　　等　　油
　　授　　　ヒ　　ノ　　ヲ

第
五
條
役
法

早婦
ク女
一　ノ

等役
ニ　　ノ、

進粗
ム老
ル幼
ト　ニ

ノ同
異シ
ア但
ル始
ノ　ヨ
ミ　リ

　戒
　具
　ヲ
　著
　セ
　サ
　ノレ

　ト

第
四
條
婦
女

照
ス
可
シ
ー

佳四
ズ等
＼五
翫等
勺ハ
ノ監
堅外
斐ノ
ニ重
艮役
ス　ニ

之服
ヲ　ス

勺之
斐ヲ
ト外
呂役
ク　ト

勺名
斐ク
ノ　三

＃等
疋二

が軽
泓懲
ユ、境役

製ハ
藥老
養幼
鶏婦
豚女
牧ヲ
牛役
羊ス
ノ掃
類洒
ナ洗
リ　溝

　裁
　縫
　紡
　織
　造
　縄
　魎轟

　器二

　　　　　　　　　常
第　　第　　第　　第　　第人
一セニ皮三調四搾五懲
等シ等革等土等　リ　等役
　ム　　工　　及　　石　　二
第或第粗木ヒ諸ヲ土五
ニハ三織工耕官埣石等
等之等工竹絃邸ク　ヲア
ト　ヲ　ト　ノエノ　ノ　ノ運　リ

同炊同類籐類造類搬毎
シ夫シニエナ営ナシ等
但門但シ鍛リ街リ荒ノ
此番其テ工　　路灘地役
限鮒長二石　　ノニハヲ法
ヲ・番技課工　　修鵬開左
満等ヲ專桶　　繕　・墾ノ
スニ以業工　　瓦　　シ如
レ使テ　ヲ瓦　　陶　　米シ
ハ用他許工　　煉　　ヲ
放ス囚ス履　　火　　春
免　　ヲ　　工　　石　　キ
ス　　教　　及　　等　　油
　　授　　ヒ　　ノ　　ヲ

第
五
條
役
法

早婦
ク女
一　ノ

等役
ニ　　ノ、

進粗
ム老
ル幼
ト　ニ

ノ同
異シ
ア但
ル始
ノ　ヨ
ミ　リ

　戒
　具
　ヲ
　着
　セ
　サ
　ノレ

　ト

第
四
條
婦
女

進
メ
ハ
監
内
ノ
輕
役
二
服
ス
之
ヲ
内
役
ト
名
ク
内
役
ノ
中
又

ソ
ノ
類
ヲ
分
ツ
ヲ
要
ス
警
ヘ
ハ
竹
工
十
人
ヲ
↓
連
ト
シ
同
所

進
メ
ハ
監
内
ノ
軽
役
二
服
ス
之
ヲ
内
役
ト
名
ク
内
役
ノ
中
又

ソ
ノ
類
ヲ
分
ツ
ヲ
要
ス
壁
口
ヘ
ハ
竹
工
十
人
ヲ
一
連
ト
シ
同
所
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二
工
作
セ
シ
ム
籐
工
織
工
ノ
類
モ
亦
然
リ

二
工
作
セ
シ
ム
籐
工
織
工
等
ノ
類
モ
亦
然
リ

4

愚
鈍
ニ
シ
テ
工
藝
ヲ
教
ユ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
者
ハ
四
等
ノ
限
ヲ
脛

愚
鈍
ニ
シ
テ
工
藝
ヲ
教
フ
可
ラ
サ
ル
者
ハ
四
等
ノ
限
ヲ
経
過

過
ス
ト
錐
ト
モ
猶
外
役
二
服
セ
シ
ム
賜
蝶
一
．
顕
椴
”
旋
鵜
艸

ス
ト
錐
ト
モ
猶
外
役
二
服
セ
シ
ム
研
轡
一
畝
桝
椴
縛
擬
郵
ー

E
f

第
六
條
　
刻
限

第
六
條
刻
限

1

囚
人
曉
第
六
字
二
起
キ
各
自
ノ
便
器
唾
壷
水
桶
ヲ
洗
源
シ
畢

囚
人
暁
第
六
字
二
起
キ
各
自
ノ
便
器
唾
壷
水
桶
ヲ
洗
源
シ
畢

リ
喫
飯
ス
第
七
字
役
二
就
ク
第
卜
一
字
ヨ
リ
放
役
休
息
ス
午

リ
喫
飯
ス
第
七
字
役
二
就
ク
第
十
一
字
ヨ
リ
放
役
休
息
ス
午

飯
後
第
一
字
再
ヒ
役
二
就
キ
第
五
字
二
至
ル
服
役
ノ
時
限
八

飯
後
第
一
字
再
ヒ
役
二
就
キ
第
五
字
二
至
ル
服
役
ノ
時
限
八

字
間
ト
爲
ス
五
字
終
役
ノ
後
浴
シ
飯
シ
六
字
房
二
入
リ
閉
扉

字
間
ト
爲
ス
五
字
終
役
ノ
後
浴
シ
飯
シ
六
字
房
二
入
リ
閉
扉

ス

ス

但
五
月
朔
日
ヨ
リ
七
月
晦
日
二
至
ル
ノ
間
午
後
第
二
字
迄

但
五
月
朔
日
ヨ
リ
七
月
晦
日
二
至
ノ
間
午
後
第
二
字
迫
放

放
役
シ
タ
第
六
字
終
役
ノ
限
ト
爲
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

【
欄
中
ノ
字
ハ
皆
時
二
作
ル
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

【
欄
中
ノ
朔
ハ
一
晦
ハ
墨
二
作
ル
】

役
シ
タ
第
六
字
終
役
ノ
限
ト
爲
ス

2

各
囚
ヲ
検
閲
ス
ル
一
日
二
四
次
曉
第
六
字
後
朝
飯
ノ
時
第
十

各
囚
ヲ
検
閲
ス
ル
一
日
二
四
次
暁
第
六
字
後
朝
飯
ノ
時
第
一

一
字
休
役
ノ
時
第
一
字
再
役
ノ
時
暮
第
六
字
入
房
ノ
時
ト
爲

字
放
役
ノ
時
午
後
第
一
字
再
役
ノ
時
暮
第
六
字
入
房
ノ
時
ト

ス
毎
次
獄
丁
其
管
ス
ル
所
ノ
囚
人
ヲ
シ
テ
追
次
整
列
セ
シ
メ

獄
司
及
ヒ
副
司
丁
長
之
ヲ
鮎
検
ス
轡
名
督
謬
騨
、

為
ス
毎
次
獄
丁
其
管
ス
ル
所
ノ
囚
人
ヲ
シ
テ
追
次
整
列
セ
シ

メ
獄
司
及
ヒ
副
司
丁
長
之
ヲ
鮎
検
ス
轡
毎
瞥
刑
留
齢
努

E
9

第
七
條
　
年
限

第
七
條
年
限

1

懲
役
百
日
以
下
二
該
ル
者
ハ
第
五
等
ノ
重
役
二
服
セ
シ
ム
縦

懲
役
百
日
以
下
二
該
ル
者
ハ
第
五
等
ノ
重
役
二
服
セ
シ
ム
簾

露
喉
蟻
隷
藷
賑
野
刈
穐
雅
徒
罪
一
年
以
上
第
五
等
ヨ
リ
第

露
誰
磁
蹴
硲
除
襲
勧
櫃
卜
徒
罪
一
年
以
上
第
五
等
ヨ
リ
第
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一
等
二
進
ム
ノ
日
限
年
限
ハ
表
二
詳
ナ
リ
俵
論
赫
礒

一
等
二
進
ム
ノ
日
限
年
限
ハ
表
二
詳
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

［
本
文
之
通
増
補
仕
度
事
］

2

凡
老
幼
婦
女
牧
蹟
ス
可
キ
罪
ヲ
犯
シ
無
力
ニ
シ
テ
追
徴
ス
ル

コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
井
二
折
牛
減
等
法
二
從
ヒ
役
ス
灘
璽
鞭

リ

凡
老
幼
婦
女
収
購
ス
可
キ
罪
ヲ
犯
シ
無
力
ニ
シ
テ
追
徴
ス
ル

コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
並
二
折
半
法
減
等
法
二
従
ヒ
役
ス
癖
鰍
蟹

詳
ナ
（
⑯
）

リ

3

老
幼
婦
女
ハ
終
始
輕
役
二
服
ス
ト
錐
ト
モ
其
第
一
等
二
進
ム

ノ
期
限
老
幼
ハ
常
囚
ノ
如
ク
婦
女
ハ
少
シ
ク
之
ヲ
速
ニ
ス
其

詳
ナ
ル
コ
ト
ハ
表
二
見
ユ
慣
酸
訂
璃
％
野
告
酵
轟
婦
綿
ゴ

百
八
十
H
ニ
シ
テ
［
等
二
進
ミ
一
等

ノ
限
ヲ
し
ー
九
日
卜
爲
ス
ノ
類
ナ
リ

　
【
欄
中
細
註
ノ
一
等
日
敷
ハ
第
十
三
葉
欄
外
附
載
ノ
條
二

　
（
1
7
）

　
同
シ
】

老
幼
婦
女
ハ
終
始
軽
役
二
服
ス
ト
・
虫
ト
モ
其
第
一
等
二
進
ム

ノ
期
限
老
幼
ハ
常
囚
ノ
如
ク
婦
女
ハ
少
シ
ク
之
ヲ
速
ニ
ス
其

詳
ナ
ル
コ
ト
ハ
表
二
見
ユ
嘆
簾
舞
魂
咽
聚
町
鴨
酵
晦
牌
鰍
姶
懲
、
…

百
八
十
五
日
ニ
シ
テ

等
二
進
ミ
一
等

ノ
限
ヲ
七
卜
五
“
ト
為
ス
ノ
類
ナ
リ

4

各
役
各
等
期
限
ノ
表
二
見
ユ
ル
者
ハ
定
則
ナ
リ
時
ア
リ
テ
其

等
級
ヲ
馳
防
シ
歳
月
ヲ
延
縮
ス
ル
ハ
特
典
ナ
リ
賞
罰
ノ
條
二

見
ユ

各
役
各
等
期
限
ノ
表
二
見
ユ
ル
者
ハ
定
則
ナ
リ
時
ア
リ
テ
其

等
級
ヲ
髄
防
シ
歳
月
ヲ
延
縮
ス
ル
ハ
特
典
ナ
リ
賞
罰
ノ
条
二

見
ユ

E
h

第
八
條
　
賞
罰

第
八
條
賞
罰

1

第
五
等
ノ
一
百
日
問
ハ
賞
典
ヲ
用
ヒ
ス

第
五
等
ノ
一
百
日
間
ハ
賞
典
ヲ
用
ヒ
ス

2

第
四
等
ノ
者
能
ク
獄
則
ヲ
守
リ
且
技
巧
ア
リ
テ
講
糎
其
期

限
ノ
牛
ヲ
過
レ
ハ
專
ラ
其
技
ヲ
執
ル
コ
ト
ヲ
聴
ス

第
四
等
ノ
者
能
ク
獄
則
ヲ
守
リ
且
技
巧
ア
リ
テ
講
蓄
其
期

限
ノ
半
ヲ
過
レ
ハ
專
ラ
其
技
ヲ
修
ル
コ
ト
ヲ
許
ス

3

準
流
ノ
囚
能
ク
獄
則
ヲ
守
リ
工
役
ヲ
勉
ム
ル
コ
ト
他
囚
二
勝
　
准
流
囚
能
ク
獄
則
ヲ
守
リ
工
役
ヲ
勉
ム
ル
コ
ト
他
囚
二
勝
ル
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ル
者
ハ
第
一
等
期
限
ノ
孚
ヲ
過
キ
放
免
ス
ル
特
典
ア
リ
戯
継

者
ハ
第
一
等
期
限
ノ
半
ヲ
過
キ
放
免
ス
ル
特
典
ア
リ
聯
仁
該

キ
者
ハ
獄
司
具
状
ン
裁
判
呂
二
告

ケ
貫
許
可
ヲ
経
テ
之
ヲ
施
行
ス

　
但
徒
罪
以
下
年
限
短
キ
モ
ノ
ニ
ハ
此
典
ヲ
施
サ
ス

湘
野
瓢
創
諺
勝
但
徒
罪
以
下
年
限
短
キ
モ
ノ
ニ
ハ
此
典
ヲ

施
サ
ズ

4

　
ハ
マ
マ
｝

終
身
徴
役
ノ
者
ハ
一
等
二
進
ム
ノ
後
三
年
ヲ
経
ル
ニ
非
レ
ハ

終
身
懲
役
ノ
者
ハ
一
等
二
進
ム
ノ
後
三
年
ヲ
経
ル
ニ
非
レ
ハ

特
典
ヲ
施
ス
コ
ト
ヲ
聴
サ
ス

特
典
ヲ
施
ス
コ
ト
ヲ
許
サ
ズ

5

罪
囚
ヲ
罰
ス
ル
六
則
ア
リ
］
日
棒
鎖
二
日
疑
等
三
日
鐵
丸
四

罪
囚
ヲ
罰
ス
ル
六
則
ア
リ
一
日
棒
鎖
二
日
既
等
三
日
鉄
丸
四

日
撫
重
五
日
暗
室
六
日
懲
鞭

日
重
石
五
日
闇
室
六
日
懲
鞭

第
一
則
棒
鎖
　
鐵
棒
ヲ
爾
足
二
緊
鎖
シ
テ
停
立
セ
シ
ム
其

第
一
則
棒
鎖
　
鉄
棒
ヲ
両
足
二
緊
鎖
シ
テ
停
立
セ
シ
ム
其

時
間
二
牛
日
終
日
ノ
別
ア
リ
凡
ソ
獄
則
ヲ
犯
シ
輕
キ
者

時
間
二
半
日
終
日
ノ
別
ア
リ
凡
ソ
獄
則
ヲ
犯
シ
輕
キ
者

ハ
此
罰
ヲ
用
燕
轡
塑
錯

ハ
此
罰
ヲ
用
ユ

第
二
則
慶
等
　
第
一
則
ノ
罰
ヲ
受
ケ
改
心
セ
サ
ル
者
本
等

第
二
則
疑
等
　
第
一
則
ノ
罪
ヲ
受
ヶ
阪
心
セ
サ
ル
者
本
等

ヲ
既
シ
次
等
ノ
役
ヲ
執
シ
メ
五
十
日
ヲ
過
キ
テ
本
二
復

ヲ
疑
シ
次
等
ノ
役
ヲ
執
シ
メ
五
十
日
ヲ
過
キ
テ
本
二
復

ス
慣
都
縦
禦
暫
欄
脚
鰐
鯛
讐
凱
㌍
鉢
欝
一
蛎
紐
靴
卿
、
涯
ρ
戚
薩
驚

ス
償
都
籍
鶴
講
彰
嘲
膠
始
削
、
㍉
脅
、
蛎
斜
恥
訓
．
庖
薙
陶
鴨

ス
又
本
等
ノ
役
二
服
ス
ル
通
計
百
〕
二

／
テ
第
、
一
等
二
進
ム
鯨
ハ
類
推
ス
ヘ
ン

ス
又
本
等
ノ
役
二
服
ス
ル
一
ー
日
通
計
白
H

二
ー
テ
第
．
等
二
進
ム
除
、
類
揖
ス
ヘ
ン

但
第
五
等
ノ
者
ハ
等
ノ
疑
ス
ヘ
キ
無
キ
ヲ
以
テ
第
三

但
五
等
ノ
者
ハ
等
ノ
賎
ス
可
キ
無
キ
ヲ
以
テ
第
三
則

則
ノ
罰
二
擬
ス

ノ
罰
二
擬
ス

第
三
則
鐵
丸
　
雨
手
ヲ
伸
へ
重
サ
ニ
貫
五
百
目
乃
至
三
貫

第
三
則
鉄
丸
　
両
手
ヲ
伸
へ
重
サ
ニ
貫
五
百
目
乃
至
三
貫

目
ノ
鐵
丸
或
ハ
他
物
ヲ
其
掌
上
二
置
キ
洋
時
一
二
字
問

目
ノ
鉄
丸
或
ハ
他
物
ヲ
其
掌
上
二
置
キ
洋
時
一
二
字
間

長
サ
五
六
十
間
ノ
地
ヲ
往
來
セ
シ
ム

長
サ
五
六
十
間
ノ
地
ヲ
往
来
セ
シ
ム

第
四
則
推
重
　
爾
石
或
ハ
雨
水
桶
ノ
重
サ
十
八
貫
乃
至
二

第
四
則
重
石
　
両
石
或
ハ
両
水
桶
ノ
重
サ
十
八
貫
乃
至
二

三
十
貫
ノ
物
ヲ
一
荷
ト
ス
往
來
ノ
距
離
及
ヒ
時
間
ハ
上

十
貫
ノ
物
ヲ
一
荷
ト
ス
往
来
ノ
距
離
及
ヒ
時
間
ハ
上
条

條
二
同
シ

二
同
シ
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第
五
則
闇
室
　
囚
人
ヲ
闇
室
二
入
レ
飯
水
ノ
ミ
ヲ
給
シ
人

第
五
則
闇
室
　
囚
人
ヲ
闇
室
二
入
レ
飯
水
ノ
ミ
ヲ
給
シ
人

ト
言
語
ヲ
接
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
七
書
夜
ヲ
以
テ
期
ト
ス
若

ト
言
語
ヲ
接
ユ
ル
ヲ
許
サ
ス
七
書
夜
ヲ
以
テ
期
ト
ス
若

シ
改
心
セ
ハ
其
限
二
満
タ
ス
ト
雌
ト
モ
免
シ
テ
之
ヲ
出

シ
阪
心
セ
バ
其
限
二
満
タ
ズ
ト
ロ
虫
ト
モ
之
ヲ
免
ズ

ス

第
六
則
懲
鞭
　
懲
鞭
ヲ
加
フ
ル
ノ
法
ハ
先
ツ
其
罪
囚
ノ
手

第
六
則
懲
鞭
　
懲
鞭
ヲ
加
フ
ル
ノ
法
ハ
先
ツ
其
罪
囚
ノ
手

足
ヲ
甘
字
架
二
緊
綿
シ
テ
其
磐
ヲ
答
ツ
其
数
一
十
ヨ
リ

足
ヲ
甘
字
架
二
緊
綿
シ
テ
其
轡
ヲ
答
ツ
其
敷
一
十
ヨ
リ

三
十
二
至
ル
護
謬
鍵

三
十
二
至
ル
雑
磯
節
鵡
鰍
櫛
凱
嶺
賄
野

但
懲
鞭
ヲ
加
フ
ル
前
へ
獄
司
医
ヲ
シ
テ
罪
囚
ヲ
診
察

但
懲
鞭
ヲ
加
フ
ル
前
へ
獄
司
讐
ヲ
シ
テ
罪
囚
ヲ
診
察

シ
其
病
ナ
キ
ヲ
謹
記
セ
シ
ム

　
　
シ
其
病
ナ
キ
ヲ
謹
記
セ
シ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

【
欄
中
ノ
洋
ヲ
刷
リ
字
ヲ
時
二
作
ル
】

6

脱
監
逃
亡
等
ヲ
企
ル
者
ハ
之
ヲ
第
一
則
ノ
罰
二
虞
シ
更
二
其

脱
監
逃
亡
等
ヲ
企
ル
者
ハ
之
ヲ
第
一
則
ノ
罰
二
庭
シ
更
二
其

偏
袖
ヲ
淺
緑
色
ト
爲
ス
再
犯
ノ
モ
ノ
ハ
第
二
則
ノ
法
ヲ
以
テ

偏
袖
ヲ
浅
黄
色
ト
為
ス
再
犯
ノ
モ
ノ
ハ
第
二
則
ノ
法
ヲ
以
テ

之
ヲ
罰
シ
其
爾
袖
ヲ
淺
緑
色
ト
爲
ス
三
犯
四
犯
二
至
ル
者
ハ

之
ヲ
罰
シ
其
両
袖
ヲ
浅
黄
色
ト
爲
ス
三
犯
四
犯
二
至
ル
者
ハ

其
偏
髭
ヲ
剃
ル

其
偏
婁
ヲ
剃
ル

7

監
外
二
出
役
ス
ル
者
窮
二
禁
止
ノ
物
ヲ
包
藏
シ
或
ハ
妄
二
物

監
外
出
役
ス
ル
者
窮
二
禁
止
ノ
物
ヲ
包
蔵
シ
或
ハ
姿
二
物
品

品
ヲ
汚
損
シ
虚
病
ヲ
稻
ス
ル
者
等
皆
之
ヲ
第
一
則
ノ
罰
二
庭

ヲ
汚
損
シ
虚
病
ヲ
称
ス
ル
物
等
皆
之
ヲ
第
一
則
ノ
罰
二
庭
ス

ス
漏
磁
軟
淵
”

但
第
一
則
ヨ
リ
第
六
則
マ
テ
ノ
罰
ハ
獄
司
之
ヲ
專
決
ス

但
第
一
則
ヨ
リ
第
六
則
マ
テ
ノ
罰
ハ
獄
司
之
ヲ
專
決
ス
淋

者
ハ
犯
ス
毎
二
第
］
則
ヲ
以
テ

之
ヲ
罰
ン
他
ノ
罰
ヲ
用
ヒ
ス

8

脱
監
越
獄
反
獄
等
ノ
犯
罪
ハ
裁
判
官
ノ
庭
分
ニ
シ
テ
獄
司
之

脱
監
越
監
反
獄
等
ノ
重
罪
ハ
裁
判
官
ノ
処
分
ニ
シ
テ
獄
司
之

ヲ
專
決
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
脳
蘇
糧
醤
喫
讐
誰
碧
碧
灘
就
　
ヲ
專
決
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
嘱
鵬
鞍
欝
製
轄
経
碧
碧
雛
咄
盤
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ヒ
童
ヲ
｝

（
四
『

E
J

E
l1 2 1 9

五合各 第 條レ準已 ルレ書 第 ノ月之コ能獄
トヒ

門弼

含テ犯
五七ノ

十
條
ヲ　ト流決
参モ以者

ノハ信
外之ヲ

九
條
ミ　ノ　ヲ　トハ丁

　俸其牛サ其
ヲヲ
曾†｝

ヒミ

勾合食 照印上百 私ヲ獄 ヲ管年レ管
逃衆
走ヲ

輕第料 食 ス紙ハ日 紙聴中
重
臼 奪轄ヲハス ス侍

ルミ

役四少 料 へ及六以 ヲ　ス　ニ 信 ヒ廃以之ル 者兇

寛等差 シ　ヒ月下 用獄通 且ニテ　ヲ所
之ヲ
ヲ遅

役以ア 検一ハ ル囚ス 其具ス罰ノ
反ノ

獄奪

及上　リ

ヒ及懲
閲次書
ノ　ヲ信

ヲ　ノ　ル

聴答者
一状然ス外
等シレル役

ト撃

謂ン

フ公

未ヒ役 法聴毎 サ書ハ ヲ寛　トニノ
鉄

決殊第 前ス月 スモ獄 賎典モ其囚
者藝五
ハ井等
同ニノ

文但一
二未次
同決徒

烈亦吏
テハ然先
獄縦
印1Lリ　ツ

ス　ヲ其傭逃
下乞平銭亡
等フ　日　ヲシ

ク懲者 シ者罪 謝但之 ノ鹿謹奪即
四治ハ
ム　臣と　＿
口　　皿

十ノ　日

其ハ以
詳此上
ハ限ハ

鶉印ヲ
ムヘ紙検
対
一
閲

者議敷ヒ　日
ハ之ナ懲之
其ヲル治ヲ

歳囚二 繋二三 枚シ 俸許者監掌
以ハ米 獄非月 ヲ害 ヲセハニ捕
下同粕 書スー 與ナ 奪ハ獄人ス
男ク饗 信然次 フ　ケ フー司ルル

五テ各 第 ト准已 ルレ書 第 等シレル
ヒ強
獄ヲ

勺七犯
輕合ノ
役第食
寛四料
役等少
及以差
ヒ　上ア
未及リ
決ヒ懲
者殊役
ハ遇第
同井五
クニ等
四懲ノ

十
條
食
料

モ流決
印以者
紙上百
及ハ　日
ヒ　六以

検月下
閲一ハ
ノ次書
法ヲ信
前許毎
ニス月
同但一
シ未次
　決徒

ノバ信
外之ヲ
私ヲ獄
紙許中
ヲ　ス　ニ

用獄通
ル囚ス
ヲ　ノ　ル

許答者
サ書ハ
スモ獄
烈亦吏
私然先獄縦
rI」ノLリ　ツ

九
條
童
目
信

ヲ寛　トニ
慶典モ其
ス　ヲ其傭
下乞平銭
等フ日　ヲ
ノ廉謹奪
者議敷ヒ
ハ之ナ懲
其ヲル治
俸許者場
ヲ　セ　ハ　ニ

奪ハ獄入
フー司ル
ノ＿月之コ

一　中持
本ヨミ

文拶
ワ興
リ　テ兇

　逃ヲ注耀
増魏
補蟹
仕ヲ公

度騨
事拶
一　フ奪

合治者 者罪 謡但之 ミ讐ノ　ヲ　ト

卜監ハ
歳ノー
以囚日

ハ以
此上
限ハ

難印ヲ
ム八紙検
対
一
閲

俸其半
ヲ管年
奪轄ヲ

下ハ米 二三 枚シ ヒ靡以
男同粕 非月 ヲ害 且ニ　テ
女五饗 ス　ー 與ナ 其具ス
止　△　ムノ、　　口　　口 然次 フ　ケ 一状然
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4 3 2

一一一常
七三正食
　　　ノ

一一一一一一一毎
薪茶醤盤奨野肉日
　　油菜實菓類ノ

理一ハ監
躁次盤倉
鯵鹸菓二

官携ハ女
費ン未共
ヲ　コ決二

月月月外 定 憂魚別ア 以　ト已同
十十　　加 額 或ニル テ　ヲ決ク
五一元給 左 ハー未 之願ヲニ
日　日　日　ノ 二三四同同同償ノ 乾嚢決 ヲ　ヒ論合

例 百　　　　　　　　十如 魚ア者 養情セ七
左 十匁勺上上　ヒ文　シ 三　リ　ヲ フ實ス勺

　　　ノ
素一二如

匁　　　　　　　　　内
　景　　　　　　　外

次書除
合飯ク

ノ皆コ饗
已官輪

麺　　餅シ 同　　“ シ　ハ　ノ ム費儲
三魚一
椀　　魚

1 テ七外
七日各

ヲ　ト　ヨリ

　　リヲ得爲剛
次ノ囚 サス穎
ト間ノ ル獄鰹
爲二食
ス野料

者囚饗　　＿ナハ　モ　代リ

穐菜皆 之シ蝸
縫三同
難乏次シノキ

骨ノ鮮朝
蝶魚夕

ヲ其へ度
　　－米聴幼　ノ
シ核食
亦ヲ料

一一一常
七三正食
月　月　月　ノ

一一一一一一一毎
薪茶醤塩葵野肉日
　　油茱實茱類定

理一ハ監
二粂次塩倉
鯵鍼菜二

以　ト已ニ
テ　ヲ決同
之願ヲ　ク

十十元外 額 諸魚別ア ヲ　ヒ論二
五一日加 左 或ニル 養情セ合
日　日　　給 ノ ハー未 フ實ス七

ノ 二三四同同同償如 乾嚢決 ノ皆勺
例 百匁勺　　　　　十シ 魚ア者 已官鞭

素一二左
麺魚餅ノ
三　　…如
椀　　魚シ

十　量　　上上　ヒ文
　口匁　　　　　　　　内
同藪　　　　　　　外
ヒ＿

三　リ　ヲ

次書除
合飯ク
シ　ハ　ノ

テ七外

ム費輪
ヲト舅
得爲燗　　賎ユサ　ス　港

ル獄罷
七日各 者囚鐸
次ノ囚 ハ　モ　ニリ

ト問ノ 之シ騒
為二食
ス野料

ヲ其諜
聴児・ノ

物菜皆 シ女食
罐三同 亦ヲ料
餐次シ
骨ノ鮮朝
蕨魚夕

官携ハ
費ン未
ヲ　コ決

一
九
　
月
廿
二
日

魚

一
九
月
廿
二
日

一
魚
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一
十
二
月
廿
五
日
　
　
　
同
　
上

一
十
二
月
廿
五
日
　
同
上

【
欄
中
月
日
ヲ
太
陽
暦
二
改
メ
正
月
元
日
ハ
一
月
一
日
三

月
十
一
日
ハ
四
月
七
日
九
月
廿
二
日
ハ
十
一
月
十
一
日
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詑
）

二
月
廿
五
日
ハ
一
月
廿
三
日
二
作
ル
】

5

病
囚
ノ
食
ハ
馨
ノ
言
二
從
ヒ
憤
直
ヲ
論
セ
ス

病
囚
ノ
食
ハ
医
ノ
言
二
従
ヒ
債
直
ヲ
論
セ
ス

E
k

第
十
一
條
　
衣
会

第
十
一
條
衣
会

1

獄
衣
ハ
柿
色
ノ
短
衣
窄
袖
股
引
ヲ
用
フ
珊
弊
繁
渦
未
決
者

ヲ
除
ク
ノ
外
皆
之
ヲ
著
セ
シ
ム
嬢
慧
酬
嫌
編
獄
衣
二
番
號

獄
衣
ハ
柿
色
ノ
短
衣
窄
袖
股
引
ヲ
用
フ
未
決
者
ヲ
除
ク
ノ
外

皆
之
暑
セ
シ
ム
霧
礁
権
獄
衣
二
番
号
ア
リ
墨
字
ヲ

ア
リ
墨
字
ヲ
以
テ
第
幾
舎
鰍
第
幾
百
幾
十
幾
番
ト
記
ス

以
テ
第
幾
舎
鰯
第
幾
百
幾
十
幾
号
ト
記
ス

2

准
流
ノ
者
ハ
番
號
背
二
在
リ
徒
以
下
ノ
者
ハ
胸
二
在
リ
股
引

准
流
ノ
者
ハ
番
号
背
二
在
リ
徒
以
下
ノ
者
ハ
胸
二
在
リ
股
引

モ
亦
左
足
二
獄
名
ヲ
記
シ
右
足
二
居
房
ノ
番
號
ヲ
記
ス
其
裁

モ
亦
左
足
二
獄
名
ヲ
記
シ
右
足
二
居
房
ノ
番
号
ヲ
記
ス
其
裁

縫
摺
字
皆
輕
役
人
ヲ
使
用
ス
懸
拶
曳
嬰
圖

縫
摺
字
皆
輕
役
人
ヲ
使
用
ス
蟻
摺
ゴ
暴
嶽
岬

3

暑
中
ハ
軍
衣
一
枚
ト
シ
春
秋
ハ
袷
一
枚
濡
絆
一
枚
ト
シ
冬
時

暑
中
ハ
軍
衣
一
枚
ト
シ
春
秋
ハ
袷
一
枚
嬬
絆
↓
枚
ト
シ
冬
時

ハ
綿
入
ヲ
加
へ
三
枚
ト
ス
輩
衣
ハ
三
日
毎
二
之
ヲ
洗
ヒ
濡
絆

ハ
綿
入
ヲ
加
へ
三
枚
ト
ス
軍
衣
ハ
三
日
毎
二
之
ヲ
洗
ヒ
禰
絆

ハ
五
日
毎
二
之
ヲ
洗
フ

ハ
五
日
毎
二
之
ヲ
洗
フ

4

外
役
ノ
間
ハ
別
衣
ヲ
著
シ
蹄
獄
ス
レ
ハ
衣
ヲ
更
ヘ
シ
ム
包
藏

外
役
ノ
問
ハ
別
衣
ヲ
着
シ
蹄
獄
ス
レ
ハ
衣
ヲ
更
ヘ
シ
ム
包
蔵

物
ヲ
豫
防
ス
ル
所
以
ナ
リ

物
ヲ
豫
防
ス
ル
所
以
ナ
リ
」

5

獄
衣
更
換
二
期
限
ア
リ
難
臨
繕
攣
蜂
限
満
レ
ハ
新
衣
二
換

獄
衣
更
換
二
期
限
ア
リ
難
臨
縄
塑
蝉
限
満
レ
ハ
新
衣
二
換

フ
妄
リ
ニ
之
ヲ
汚
損
ス
ル
者
ア
レ
ハ
罰
則
二
從
フ

フ
区
女
リ
ニ
之
ヲ
汚
損
ス
ル
者
ア
レ
ハ
罰
則
二
従
フ
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6

獄
丁
其
管
下
ノ
獄
衣
ヲ
検
査
ス
ル
コ
ト
七
日
毎
二
二
次
ト
ス

獄
丁
其
管
下
ノ
獄
衣
ヲ
検
査
ス
ル
コ
ト
七
日
毎
壬
二
次
ト
ス

7

各
犯
罪
已
二
決
ス
レ
ハ
之
二
獄
衣
ヲ
與
へ
從
前
ノ
衣
服
ハ
獄

官
之
ヲ
領
置
シ
放
縦
ノ
日
之
ヲ
還
付
ス

各
犯
罪
已
二
決
ス
レ
ハ
之
二
獄
衣
ヲ
與
へ
従
前
ノ
衣
服
ハ
獄

官
之
ヲ
領
置
シ
放
縦
ノ
日
之
ヲ
還
付
ス

8

未
決
ノ
貧
囚
獄
衣
ヲ
乞
フ
者
ア
レ
ハ
之
ヲ
給
ス

未
決
ノ
貧
囚
獄
衣
ヲ
乞
フ
者
ア
レ
ハ
之
ヲ
給
ス

9

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ケ
ツ
ト
　
　
　
　
ゴ
サ

夏
時
ノ
臥
具
ハ
毛
布
一
枚
席
一
枚
ト
ス
冬
時
ハ
毛
布
二
枚

草
褥
一
枚
ト
爲
ス
編
鹸
穀
滲
包

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ケ
ツ
ト
　
　
　
　
ゴ
ザ

夏
時
ノ
臥
具
ハ
毛
布
一
枚
産
一
枚
ト
ス
冬
時
ハ
毛
布
二
枚

ウ
ラ
ブ
ト
ン

草
褥
一
枚
ト
為
ス
繍
鹸
㌍
謬
包

10

枕
ハ
杉
ノ
孚
圓
木
ヲ
用
フ
蟹
野
．

枕
ハ
杉
ノ
半
圓
木
ヲ
用
フ
誤
ユ
。
．

n

枕
会
ハ
守
卒
毎
朝
輕
役
者
二
命
シ
テ
之
ヲ
検
査
シ
汚
損
ナ
ケ

レ
ハ
之
ヲ
一
室
二
敏
メ
論
髭
咽
房
中
ヲ
掃
除
ス
日
暮
又
之
ヲ

出
シ
テ
各
房
二
迭
ラ
シ
ム

枕
会
ハ
守
卒
毎
朝
輕
役
者
二
命
シ
テ
之
ヲ
検
査
シ
汚
損
ナ
ケ

レ
ハ
之
ヲ
一
室
二
赦
メ
詳
絃
咽
房
中
ヲ
掃
除
ス
日
暮
又
之
ヲ

出
シ
テ
各
房
二
送
ラ
シ
ム

12

病
囚
老
囚
ハ
獄
司
讐
ト
議
シ
会
襖
ヲ
増
加
ス
ル
コ
ト
ア
リ

病
囚
老
囚
ハ
獄
司
医
ト
議
シ
食
襖
ヲ
増
加
ス
ル
コ
ト
ア
リ

E
－

第
十
二
條
　
工
銭

第
十
二
條
工
銭

1

凡
役
囚
一
等
二
進
メ
ハ
其
製
作
ス
ル
物
品
ヲ
販
費
シ
テ
之
ヲ

官
二
領
置
シ
其
内
ヨ
リ
毎
日
銭
百
文
ヲ
給
與
シ
放
免
ノ
日
右

日
給
ノ
百
文
ト
毎
日
ノ
食
費
ト
ヲ
除
キ
其
残
金
ハ
悉
ク
之
ヲ

還
付
ス

凡
役
囚
一
等
二
防
レ
ハ
其
製
作
ス
ル
物
品
ヲ
販
費
シ
テ
之
ヲ

官
二
領
置
シ
其
内
ヨ
リ
毎
日
銭
百
文
ヲ
給
與
シ
放
免
ノ
日
右

日
給
ノ
百
文
ト
毎
日
ノ
食
費
ト
ヲ
除
キ
其
残
金
ハ
悉
ク
之
ヲ

還
付
ス

2

工
藝
精
シ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
一
等
二
進
メ
ハ
之
ヲ
炊
夫
焚
夫
小

工
藝
精
シ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
一
等
二
防
レ
ハ
之
ヲ
炊
夫
焚
夫
小

使
等
二
役
使
シ
毎
日
ノ
傭
銭
ヲ
通
算
シ
放
免
ノ
日
其
日
給
ト

食
費
ト
ヲ
減
シ
其
残
金
ヲ
與
ル
コ
ト
前
法
ノ
如
シ
但
傭
銭
ハ

使
等
二
役
使
シ
毎
日
ノ
雇
銭
ヲ
通
算
シ
放
免
ノ
日
其
日
給
ト

食
費
ト
ヲ
減
シ
其
残
金
ヲ
與
ル
コ
ト
前
法
ノ
如
シ
但
雇
銭
ハ
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普
通
ノ
傭
償
四
分
ノ
三
ヲ
以
テ
法
ト
爲
ス
外
役
ノ
傭
銭
亦
同

シ
然
ト
モ
殊
藝
者
ハ
此
例
ニ
ア
ラ
ス

普
通
ノ
雇
債
四
分
ノ
三
ヲ
以
テ
法
ト
爲
ス
外
役
ノ
雇
銭
亦
同

シ
然
ト
モ
殊
遇
者
ハ
此
例
ニ
ア
ラ
ス

1

3

囚
徒
ヲ
傭
ン
ト
欲
ス
ル
者
ア
レ
ハ
幾
連
脳
㌘
騨
野
魁
ハ
嬰

碧
吋
ヲ
以
テ
之
ヲ
談
定
ス
其
傭
銭
前
法
ノ
如
シ
但
毎
連
ノ
獄

丁
往
テ
之
ヲ
監
督
ス

囚
徒
ヲ
雇
ン
ト
欲
ス
ル
者
ア
レ
ハ
幾
連
割
鰐
覗
融
鍬
獺
鰍

列
。
ヲ
以
テ
談
定
ス
其
雇
銭
前
法
ノ
如
シ
但
毎
連
ノ
獄
丁
往

テ
之
ヲ
監
督
ス

4

殊
藝
上
級
ノ
者
ハ
日
二
百
文
中
級
ハ
五
十
文
下
級
ハ
廿
五
文

ヲ
給
ス
其
一
等
ノ
取
扱
ハ
他
囚
ト
同
シ
キ
コ
ト
勿
論
ナ
リ

殊
遇
上
級
ノ
者
ハ
日
々
百
文
中
級
ハ
五
十
文
下
級
ハ
廿
五
文

ヲ
給
ス
其
一
等
ノ
取
扱
ハ
他
囚
ト
同
シ
キ
コ
ト
勿
論
ナ
リ

5

監
獄
及
ヒ
器
械
ノ
修
理
其
他
百
般
ノ
入
費
皆
第
二
等
以
下
総

囚
ノ
工
銭
傭
銭
ヲ
以
テ
之
二
充
ツ

　
【
英
ノ
全
國
中
毎
年
各
獄
ノ
入
費
ヲ
減
シ
筒
ホ
工
銭
ノ
残

　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
金
幾
満
雨
ア
リ
ト
云
】

監
獄
及
ヒ
器
械
ノ
修
理
其
他
百
般
ノ
入
費
皆
第
二
等
以
下
総

囚
ノ
工
銭
傭
銭
ヲ
以
テ
之
二
充
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
（
2
6
）

　
【
英
ノ
全
国
中
毎
年
各
獄
ノ
工
銭
ノ
残
金
有
幾
万
両
ト
云
】

F

O
疾
病
附
死
亡

O
疾
病
附
死
亡

1

病
囚
ア
レ
ハ
讐
診
察
具
状
シ
獄
司
命
シ
テ
病
監
二
移
ス
輕
症

ノ
者
ハ
其
房
ニ
オ
イ
テ
保
養
セ
シ
ム
ル
ノ
ミ

病
囚
ア
レ
ハ
診
察
具
状
シ
獄
司
命
シ
テ
病
監
二
移
ス
輕
症
ノ

者
ハ
其
房
ニ
オ
イ
テ
保
養
セ
シ
ム
ル
ノ
ミ

2

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ウ
ダ
で

重
病
二
至
レ
ハ
讐
ノ
病
症
書
ヲ
裁
判
所
二
迭
ル
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ウ
ダ
で

重
病
二
至
レ
ハ
医
ノ
病
症
書
ヲ
裁
判
所
二
送
ル
ベ
シ

3

看
病
人
ハ
輕
役
人
ヲ
用
フ

看
病
人
ハ
輕
役
人
ヲ
用
フ

4

病
囚
ハ
諸
事
優
遇
ス
ヘ
シ
飲
食
ノ
如
キ
モ
醤
ノ
禁
セ
サ
ル
所

ハ
其
嗜
好
二
從
テ
之
ヲ
與
フ
若
獄
司
怠
リ
テ
讐
言
二
從
ハ
ス

因
テ
死
二
至
ル
者
ア
レ
ハ
罪
獄
司
二
蹄
ス

病
囚
ハ
諸
事
優
遇
ス
ヘ
シ
飲
食
ノ
如
キ
モ
医
ノ
禁
セ
サ
ル
所

ハ
其
嗜
好
二
従
ヒ
テ
之
ヲ
與
フ
獄
司
怠
リ
テ
医
言
二
従
ハ
ス

因
テ
死
二
全
ル
者
ア
レ
ハ
罪
獄
司
二
蹄
ス
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G

5 4 3 2 1 6 5

ノ大
天祀
攣令
ア節
レ國
ハ忌
時等
ニ　ノ

臨日
テ　ハ

刑刑
ヲ　ヲ

止行
ム　ハ

　ス
　又
　大
　風
　雨
　及
　ヒ
　非
　常

　間死
一一刑響翰
餌竿
　　字皆
　　二時
　　之ニ
　　ヲ作＿

　　行ル署
一　　　フ

　　其
　　鯨
　　ノ、
　　十
　　字
　　ヨ
　　リ
　　十
　　二
　　字
　　ノ

與已
フ決
乞者
フ病
者死
ナ及
ケ　ヒ

レ刑
ハ死
官ノ
讐遺
ノ膿
解ハ
剖親
ヲ戚
聴乞
ス　フ

　者
　ア
　レ
　ノ’、

　之
　ヲ

ス附繋
　ス獄
　獄ノ
　司囚
　之罪
　ヲ　已
　囚二
　籍決
　ニ　ス
　照レ
　シ　ハ
　テ裁
　決判
　放所
　シ　ノ
　其検
　年使
　月讃
　罪書
　科ヲ
　ヲ獄
　附司
　記二

扉刑
ヲ場
嚴ハ
ニ監
ス獄
　場
　ノ
　ー
　隅
　二
　設
　ク
　周
　園
　其
　垣
　塙
　ヲ
　盲　同
　ク
　シ
　其
　門

庭
刑
用　ト夜
フ錐中
　ト　ハ
　モ醤
　夜一
　間員
　使讐
　役局
　ス　ニ
　ヘ宿
　キ直
　コ　ス
　ト醤
　ア局
　レ　ノ
　ハ使
　守役
　卒ハ
　及犯
　ヒ　人
　下ヲ
　男用
　ヲ　フ

之病
ヲ囚
裁死
判ス
所レ
ニ　　ノ、

告醤
ク之
　ヲ
　検
　査
　シ
　獄
　司
　二
　報
　ス
　獄
　司
　具
　状
　シ
　テ

ノ大
天杷
変令
ア節
レ国
ハ忌
時等
ニ　ノ

臨日
テ　ハ

刑刑
ヲ　ヲ

止行
ム　ハ

　ス
　又
　大
　風
　雨
　及
　ヒ
　非
　常

間死
二刑
之ハ
ヲ朝
行第
フ十
　字
　二
　之
　ヲ
　行
　フ
　其
　鯨
　ノ、

　十
　字
　ヨ
　リ
　十
　二
　字
　ノ

與已
フ決
乞者
フ病
者死
ナ及
ケ　ヒ

レ刑
ハ死
官ノ
医遺
解髄
剖ハ
ス親
ル戚
コ乞
ト　フ

ヲ者
許ア
ス　レ

　ノ、

　之
　ヲ

ス附繋
　ス獄
　獄ノ
　司囚
　之罪
　ヲ　已
　囚二
　籍決
　ニ　ス
　照レ
　シ　ハ
　テ裁
　決判
　放所
　シ　ノ
　其検
　年使
　月諦
　罪書
　科ヲ
　ヲ獄
　附司
　記二

扉刑
ヲ場
嚴ハ
ニ監
ス獄
　場
　ノ
　ー
　隅
　二
　設
　ク
　周
　囲
　其
　垣
　塙
　ヲ
　高
　ク
　シ
　其
　門

O
庭
刑

用　ト夜
フ錐中
　ト　ハ
　モ医
　夜一
　間員
　使医
　役局
　ス　ニ
　ヘ宿
　キ直
　コ　ス
　ト医
　ア局
　レ　ノ
　ハ使
　守役
　卒ハ
　及犯
　ヒ人
　下ヲ
　男用
　ヲ　フ

裁病
判囚
所死
ニ　ス

告レ
ク　ハ

　医
　之
　ヲ
　検
　査
　シ
　獄
　司
　二
　報
　ス
　獄
　司
　具
　状
　シ
　テ

H

　
　
　
　
　

官
員
附
守
兵
傭
人

O
官
員
附
守
卒
傭
人
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1

一
獄
司
　
　
　
　
一
名

一
獄
司
　
　
　
　
　
　
　
一
　
名

2

一
副
司
　
　
　
　
一
名

一
副
司
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
名

3

一
書
記
　
　
　
　
三
名

一
書
記
　
　
　
　
　
　
　
三
　
名

4

一
馨
師
　
　
　
　
三
名

一
醤
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
名

5

一
教
師
娚
　
　
　
適
宜

一
教
師
　
　
　
　
　
　
妻
適
　
宜

6

一
丁
長
　
　
　
　
同
上

一
丁
長
　
　
　
　
　
　
　
同
　
上

7

一
女
監
長
女
　
　
一
名

一
女
監
長
　
　
　
　
　
　
盗
　
　
名

8

一
守
卒
　
　
　
　
適
宜

一
守
卒
　
　
　
　
　
　
　
適
　
宜

9

一
授
業
師
娚
　
　
同
上

一
授
業
師
　
　
　
　
　
髪
同
　
上

10

一
獄
丁
　
　
　
　
同
上

一
獄
丁
　
　
　
　
　
　
　
同
　
上

n

一
下
男
　
　
　
　
同
上

一
下
男
　
　
　
　
　
　
　
同
　
上

12

教
師
以
上
ヲ
判
任
ト
爲
ス
丁
長
以
下
ハ
獄
司
之
ヲ
撰
ヒ
其
管

轄
靡
ノ
許
シ
ヲ
得
テ
之
ヲ
命
ス

教
師
以
上
ヲ
判
任
ト
爲
ス
丁
長
以
下
ハ
獄
司
之
ヲ
撰
ビ
其
管

轄
廉
ノ
許
シ
ヲ
得
テ
之
ヲ
命
ス

13

獄
司
疾
病
事
故
ア
レ
ハ
副
司
其
事
ヲ
代
理
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

獄
司
疾
病
事
故
ア
レ
バ
副
司
其
事
ヲ
代
理
ス

14

瞥
員
ハ
内
外
科
各
一
名
調
藥
者
一
名

医
員
ハ
内
外
科
各
一
名
調
藥
者
一
名

15

役
囚
ノ
休
日
亦
官
員
ノ
休
日
二
同
シ
當
日
第
八
字
ヨ
リ
十
二

字
二
至
ル
教
師
ノ
講
義
ア
リ
総
囚
ヲ
シ
テ
聴
聞
セ
シ
ム

役
囚
ノ
休
日
亦
官
員
ノ
休
日
二
同
シ
當
日
第
八
字
ヨ
リ
十
二

字
二
至
ル
教
師
ノ
講
義
ア
リ
惣
囚
ヲ
シ
テ
聴
聞
セ
シ
ム

165



法学研究80巻3号（2007：3）

24 23 22 21 20 19 18 17 16

名守 下 揮獄 人獄ノ授 授 ス守 得女 女 丁
一各兵 男 ス丁 ノ司贈業 業 ル卒 ス監

臣と

皿
長 一

エハ ノ、 ル　ハ 好二答師 師 者ハ ノ、 ノ ノ、
欄

犬役地 獄 二皆 マ納ヲハ ノ、 ヲ書
宜
ノ
、 長 五

中

場方 署 鐵ナ サム致私 各 指夜 長 ノ、 丁
ノ

一官 ノ 杖傭 ル其スニ 工 揮獄 ノ 尼 ノ
字

名ヨ 雑 ヲ夫 所給マ犯 ノ ス内 許 及 長
ノ、

各り 事 用二 ナ金シ人 練 ヲ シ ヒ タ
皆

獄之 及 フ　シ ル之キ　ト 達 臣と

皿 二 寡 リ
時

舎ヲ ヒ テ ヲ　ヲ　ノ談 ス 護 非 婦 一
二

ノ出
門ス

他
廃

上
中
以世由話
テ間ヲ　シ

ノレ

モ
シ
炊

レ
ノ
￥

ノ
行
丁
十

作
ル3
一

一書 へ 下 ナノ謹且 ノ 夫 獄 誼 囚

名夜 往 ノ リ傭書犯 ヲ 掃 司 ア ヲ

監更 復 三 銭シ人 傭 夫 ト ノレ 管

爵外番 等 等 二保字ノ フ 等 雌 者 ス

ノ警 二 二 比人ラ請 総 ト ヲ 之

四衛 使 分 ス　ノ托 テ モ 選 ヲ

隅ス 用 ツ レ押ヲ 犯 濫 フ 一
各表 ス 役 ハ印受 人 入 連

一門 囚 優ヲ　ケ ノ ス ト

名外 ヲ ナ具他 使 ノレ 名
ト　ニ 指 リ　シ人 用 ヲ ク

名守 下 ス獄 ノ司ノ授 授 ス守 ス女 女 丁
各兵 男 ル丁 好二贈業 業 ル卒 監 監 長

エハ ノ、 ニ　　ノ、 マ納答師 師 者ハ ノ、 ノ ノ、

犬役地 獄 鉄皆 サ　ム　ヲ　ハ ノ、 ヲ昼
甘
／
、 長 五

場方 署 杖傭 ル其致私 各 指夜 長 ノ、 丁

一官 ノ ヲ夫 所給スニ 工 揮獄 ノ 尼 ノ

名ヨ 雑 用二 ナ金マ犯 ノ ス内 許 及 長

各リ 事 フ　シ ル之シ人 練 ヲ シ ヒ タ

獄之 及 テ ヲ　ヲ　キ　ト 達 臣と

皿 二 寡 リ

舎ヲ ヒ 上 以世由談 ス 護 非 婦 一
．ノ出 他 中 テ間ヲ話 ノレ シ レ ノ 丁

門ス 靡 下 ナノ讃シ 者 炊 ノ、 行 十
＿　≦琶
旦 へ

ノ リ傭書且 ヲ 夫 獄 誼 囚

名夜 往 三 銭シ犯 傭 掃 司 ア ヲ

監更 復 等 二保穿人 フ 夫 ト ル 管

白外番 等 二 比人ノ 等 錐 者 ス

虻ノ警 二 分 スノ請 惣 モ ヲ 之

四衛 使 ツ レ押托 テ 濫 選 ヲ

隅ス 用 役 ハ印　ヲ 犯 入 ブ 一
各表 ス 囚 優ヲ受 人 ス 連

一門 ヲ ナ具ケ ヲ ル ト

名外 指 リ　シ他 使 ヲ 名
ト　ニ 揮 人獄人 用 得 ク

（
3
0
）

ス
但
監
獄
ノ
大
小
二
從
ヒ
適
宜
二
之
ヲ
増
減
ス

但
監
獄
警
衛
ノ
問
ハ
獄
司
ノ
指
揮
二
從
ハ
シ
ム

ス
但
監
獄
ノ
大
小
二
従
ヒ
適
宜
二
之
ヲ
増
減
ス

但
監
獄
警
衛
ノ
間
ハ
獄
司
ノ
指
揮
二
従
ハ
シ
ム
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1

3 2 1 27 26 25

騙上量讃込始
二其ヲ　シヲテ
次他言巳テ言巳入

二兇ス之シ獄
其頑黒ヲテノ
衣ノ　子囚獄者
服者搬籍官ハ
ヲハ痕ニニ裁
検更ア記迭判
査ニレ　シル官
、
ン
其 ハ講獄ヨ
慮爲亦藏ハ官リ
物眞之鯉更其
ア圖ヲ次二郷
レ　ヲ記二其貫
ハ取ス其郷姓
之リ再肥貫名
ヲ置犯瘡姓及
領ク及長名ヒ
置可ヒ短ヲ罪
スシ准及本犯
未時逃流ヒ犯ノ
決聯以重二見

實ヲ獄
ヲ巡中
詳硯ノ
ニシ官
シ所署
テ存二
之ア巡
ヲ　レ視
長ハ簿
官之ヲ
ニヲ置
呈簿ク
スニ司
　記法
　シ官
　獄員
　司毎
　ト月
　論爾
　　三
　ス次
　其獄
　情中

ムス監各
　牧祠工
　納スノ
　ノ其器
　節法械
　ハ毎ハ
　小朝之
　使各ヲ
　用囚丁一
　フ人　・其庫
　ヲ管ニ
　シ囚納
　テ　ヲ　メ

　破率朝
　損ヒタ
　ノ來出
　有リ納
　無出ノ
　ヲ　シ時
　検テ丁
　査之長
　セ　ヲ　之

　シ借ヲ

0
雑
則

隊出
長火
ト及
約ヒ
定非
ス常
ヘ　ノ

シ節
守ハ
兵守
ハ兵
犯ヲ
人増
ト　ス

接但
話豫
ス　メ

ル近
ヲ傍
禁ノ
ス屯
　所
　ノ

死
刑
申
渡
シ
決
放
二
至
ノ
レ
マ
テ
守
兵
之
ヲ
看
護
ス

ヒ外
縄人
鈴來
ヲ　ル

鳴モ
シ　ノ

獄ア
丁レ
ヲ　ハ

呼門
ヒ　外
之　ノ

ヲ守
案兵
内其
セ姓
シ名
ム及
　ヒ
　來
　意
　ヲ
　問

爲亦二讃込始
眞之其シ　ヲ　テ
圖ヲ肥テ記入
ヲ記清獄シ獄
取ス長ニテ　ノ
リ再短入獄者
置犯及レ官ハ
ク及ヒ之二裁
可ヒ重ヲ送判
シ准量囚ル官
・逃流ヲ籍獄ヨ
磐以囚二官リ
唖上籍言巳更其
捕其ニシニ国
次佗記本其郡
二兇ス書国姓
其頑黒ハ郡名
衣ノ　子之姓及
服者癩ヲ名ヒ
ヲハ痕蔵ヲ罪
検更ア貯本犯
査ニレ　ス犯ノ
シ其ハ次二見

實ヲ獄
ヲ巡中
詳視ノ
カ　シ官

二所署
シ存ニ
テア巡
之レ視
ヲハ簿
長之ヲ
官ヲ置
二簿ク
呈二司
ス記法
　シ官
　獄員
　司毎
　ト月
　論両
　　三
　ス次
　其獄
　情中

ムス監各
　収視工
　納ス　ノ
　ノ其器
　節法械
　ハ毎ハ
　小朝之
　使各ヲ
　弊丁一
　・其庫
　ヲ管ニ
　シ囚納
　テ　ヲ　メ

　破率朝
　損ヒタ
　ノ来出
　有リ納
　無出ノ
　ヲ　シ時
　検テ丁
　査之長
　セ　ヲ　之

　シ借ヲ

○
雑
則

隊出
長火
ト　及

約ヒ
定非
ス常
ヘ　ノ

シ節
守ハ
兵守
ハ　丘
　■ノ　、

犯ヲ
人増
ト　ス

接但
話豫
ス　メ

ル近
ヲ労
禁ノ
ス屯
　所
　ノ

死
刑
申
渡
シ
決
放
二
至
ル
マ
テ
守
兵
之
ヲ
看
護
ス

ヒ外
縄人
鈴来
ヲ　ル

鳴モ
シ　ノ

獄ア
丁レ
ヲハ
ヲ
写
門
呼“外

ヒ　ノ

之守
ヲ兵
案其
内姓
セ名
シ及
ム　ヒ

　来
　意
　ヲ
　問
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者
ハ
再
ヒ
其
衣
服
ヲ
著
セ
シ
メ
已
決
者
ハ
之
ヲ
領
置
シ
テ
獄

匿
物
ア
レ
ハ
之
ヲ
領
置
ス
未
決
者
ハ
再
ヒ
其
衣
服
ヲ
着
セ
シ

衣
ヲ
著
セ
シ
ム
難
難
齢
款
蝦
聾
騒
囚

メ
已
決
者
ハ
之
ヲ
領
置
シ
テ
獄
衣
ヲ
着
セ
シ
ム

4

犯
囚
ノ
衣
服
諸
品
ハ
之
ヲ
一
庫
二
領
置
ス
庫
内
二
敷
百
ノ
戸

犯
囚
ノ
衣
服
諸
品
ハ
之
ヲ
一
庫
二
領
置
ス
庫
内
二
数
百
ノ
戸

棚
ヲ
設
ケ
蓋
上
二
番
號
ヲ
記
ス
囚
人
ノ
衣
物
ニ
モ
亦
番
號
ヲ

棚
ヲ
設
ケ
棚
蓋
上
二
番
号
ヲ
記
ス
囚
人
ノ
衣
物
ニ
モ
亦
番
号

附
シ
テ
之
ヲ
鎖
ス

ヲ
附
シ
テ
之
ヲ
鎖
ス

5

罪
已
二
決
シ
役
場
二
入
ル
者
ハ
裁
判
官
ヨ
リ
庭
決
ノ
讃
書
ヲ

罪
已
二
決
シ
役
場
二
入
ル
者
ハ
裁
判
官
ヨ
リ
庭
決
ノ
讃
書
ヲ

獄
署
二
迭
ル
其
式
左
ノ
如
シ

獄
署
二
送
ル
其
式
左
ノ
如
シ

某
㈱
管
内
某
附
住
身
分

国
郡
剛
何
業

徒
幾
年
　
　
　
　
　
何
　
　
某

徒
幾
年
　
　
　
　
　
　
何
　
　
某

支
何
歳

罪
文
申
渡
全
文
　
　
　
　
　
支
何
歳

罪
文
申
渡
全
文

右
申
渡
畢

右
申
渡
畢

　
　
　
局

　
年
號
干
支
月
日
　
　
　
官
名
姓
名

　
　
　
印

　
　
　
　
（
認
）

　
　
　
局

年
号
干
支
月
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裁
判
官
姓
名

　
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

【
欄
中
ノ
干
支
ヲ
剛
ル
】

6

獄
官
護
書
ヲ
照
シ
テ
役
場
二
入
ル
・
コ
ト
法
ノ
如
ク
ス
但
限

獄
官
謹
書
ヲ
照
シ
テ
役
場
二
入
ル
・
コ
ト
法
ノ
如
ク
ス
限
満

満
テ
之
ヲ
放
免
ス
ル
ハ
獄
司
ノ
專
任
タ
リ

テ
之
ヲ
放
免
ス
ル
ハ
獄
司
ノ
專
任
タ
リ

7

獄
官
讃
書
二
就
テ
役
囚
ノ
年
月
ヲ
算
シ
満
期
其
年
内
二
在
レ

＼
と
　
　
、
己
、
目
『
k
レ
＋
三
　
登
F
二
t
レ
雪
、
と
　
甘
自
哺

獄
官
謹
書
二
就
テ
役
囚
ノ
年
月
ヲ
算
シ
満
期
其
年
内
二
在
レ

、
ナ
一
　
ド
ヨ
岸
目
　
鳴
k
レ
七
］
／
登
F
　
二
t
レ
匿
ヨ
、
ン
一
　
叫
κ
目
　
鴫

ハ
之
ヲ
早
見
箱
二
入
ル
若
シ
後
年
二
在
ル
者
ハ
之
ヲ
別
箱
二

藏
貯
ス
四
編
咽
響

ハ
之
ヲ
早
見
箱
二
入
ル
若
シ
後
年
二
在
ル
者
ハ
之
ヲ
別
箱
二

蔵
貯
ス
目
．
見
甥
騒
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15 14 13 12 11 10 9 8

囚 供監 鎖但監 病 ヲ火 ト任未 所事再二放 圭　＿．
日

人 ス獄 鍮日獄 囚 シ災 獄タ決 ニヲ　ヒ至免 ヲ月
ノ 内 セ中表 ノ テ非 ヲ　リ者 告行法リ　ノ 上間
故 二 サ　ト門 飲 之常 同若入 クフヲ戒節 ト　ニ

郷
遠
臨

童
日
庫

ル錐ノ
ノモ開

食
等
ヲ　ノ

監節
居シ獄
セ再ノ
へへ犯テハ
シ　シセ日丁

シ敷
以人

地 ア ミ出閉 臨 護ハ シ三節 トハク長 下ノ
二 リ 入ハ 時 セ獄 メ犯初 畢直汝其 順放
ア 多 ノ刻 ノ シ丁 スナ犯 テニノ囚 序免
リ ク 外限 入 ム衆 其レ若 其之面ヲ ヲ　ア

入 佳 ハ　ノ 費 囚 悪ハク 囚ヲ貌引 追レ
獄 電

日 其條 ノ、 ヲ 事之ハ ヲ捕各テ テハ
ノ ヲ 扉ヲ 讐 率 ヲ　ヲ再 本フ所監 納放
後 藏 ヲ参 ノ テ 誘裁三 籍ヘノ獄 メ免
且
ノ、

シ 合考 謹 之 導判犯 ニシ兵ノ 置期
妻 以 シ　シ 童

日 ヲ ス所ヲ 交今卒守 へ日
撃 テ 貫日 ヲ 他 ルニ糺 附後皆兵 シ　ノ

生 囚 木ノ 取 虚 ヲ告ス シ悪之所 月

計 人 ヲ出 ノレ
二 恐クハ 其心ヲ及 初

ナ ノ 施没 へ 避 レ初獄 由ヲ知遷 二
ク 調 ス　ニ シ ク テ犯吏 ヲ改ル卒 在
磯 讃 只從 守 ナ　ノ　ノ 裁メ若屯 ル

餓 二 其フ
丘
ノ
、 リ者專 判善シ所

壬汲
面豆

囚
人
、

供監
ス獄
其但監
鍮日獄

病
囚
ヲ火
シ災
響　任未
　タ決
所事再所放
ニヲ　ヒニ免

童　＿4目
ヲ
　
月

ノ 内 ヲ中表 ノ テ非 同リ者 告行法至ノ 上問
故 二 脱　ト門 飲 之常 居若入 ク　フ　ヲ　リ節 ト　ニ

郷
遠
臨

童
目
庫

ス雄ノ
ル　ト開

食
等
ヲ　ノ

監節
セ再獄
シ　三　ノ
へへ犯戒ハ
シ　シセ　テ丁

シ数
以人

地 ア ノ　モ閉 臨 護ハ メ　犯節 トハ日長 下ノ
二 リ ミ　出ハ 時 セ獄 スナ初 畢直ク其 順放
ア 多 入刻 ノ シ丁 其レ犯 テニ汝囚 序免
リ ク ノ限 入 ム衆 悪ハ若 其之ノ　ヲ ヲ　ア

投 佳 外ノ 費 囚 事之ク 囚ヲ面引 追レ
獄 童

目 ハ条 ノ、 ヲ ヲ　ヲ　ハ ヲ捕兇テ テ　ハ
ノ ヲ 其ヲ 医 率 誘裁再 本フ各監 納放
後 蔵 扉参 ノ テ 導判三 籍へ所獄 メ免甘
ノ
、 シ ヲ考 証 之 ス所犯 ニ　シ　ノ　ノ 置期
妻 以 合シ 妻

日 ヲ ル　ニ　ヲ 交今兵守 へ　日

撃 テ シ日 ヲ 他 ヲ告糺 附後卒兵 シ　ノ

生 囚 貫ノ 取 慮 恐ケス シ悪皆所 月
計 人 木出 ノレ 二 レ初ハ 其心之及 初
ナ ノ ヲ没 べ 避 テ犯獄 由ヲ　ヲ　ヒ 二
ク 調 施二 シ ク ナノ吏 ヲ阪知避 在
磯 讃 ス従 守 リ者ノ 裁メ　ル卒 ノレ

餓 二 只フ
丘
ノ
　
、 ト專 判善若屯

……政

面旦
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19 18 17 16

ス及日ホ十凡 ハ凡 患臭獄 法マ全 ニ　ス

ルフハ其日懲 三役 ナヲ内 省テ國 傳へ
者者算閾ハ役 日囚 力防廊 へ明中 達キ
アハ入役限一 各父 ラキ圃 出細前 ス　ヲ

ル前シ　ヲ内年 休母 シ溝場 スニ年 へ訴
時後二償二以 役ノ ム水ノ へ之罪 シ　レ

ハ通日ハ算上
限計ニシ入ノ
内合過ムシ者
二算レ懲五病

セ喪
シ　ニ

ム逢
　フ

製ヲ結
見第通構
ユi

L　シ　ハ

　テ尤

シヲ囚
縦表ノ
ノ及二総
雛記敷

ノ、

獄
司
ヨ

算シハ役十二 者 汚モ 歎シ各 リ

入テ其一日罹
セ乗役百以リ
ス除ヲ　日外休

ノ、

七
日

物注
ヲ意
流ス

黙毎役
細歳囁
総二別

管
轄
鷹

ス償以二役
若ハ下過ス
シ　シ　ノ　レ　レ

夫
及
ヒ

シ可
務シ
メ乾

難月ノ
行號限人
叛リ員

ヲ
纒
由

出ム者ハハ 兄 テ土 『各諸 シ

監但十病一
シシ　日愈年
テ屡毎シ毎

弟
妻
子

疾ヲ
病撒
傳シ

嬬府入
シ以縣費
ド

　ヨ　ニ

テ
其
地

責次二後二 ノ 染テ リ　至 方

付二二伽五 喪 ノ悪 司ル 官

弟凡 患臭獄 縣諸全 官ス
妻已 ナヲ内 ヨ入国 二　　へ

子決 力防厨 リ費中 傳キ
ノ者 ラキ圃 司二前 達ヲ
喪役 シ溝場 法至年 ス訴
ノ、　二 ム水ノ 省ル罪 ヘ　フ

三在
日　テ

各父

禦ヲ結
見第通構
ユ

　シ　ハ

ヘマ囚
出テノ
ス明総

シ　レ

　ノ＼

　獄
休母 テ尤 へ細数 司

役ノ 汚モ シニ各 ヨ

セ喪 物注 之役 リ

シ　ニ ヲ意 ヲ匠 管

ム逢 流ス 記別 轄
フ シ可 シ　ノ 磨
者 務シ 毎人 ヲ
ノ＼ メ乾 歳員 脛
七 テ土 二死 由
日 疾ヲ 月囚 シ

夫 病撒 限病 テ

及 傳シ リ囚 且
！、

ヒ 染テ 各及 地
兄 ノ悪 府ヒ 方
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（
1
）
本
項
目
中
の
改
行
は
史
料
の
通
り
。
不
自
然
な
改
行
の
み
ら
れ
る
箇
所
は
継
ぎ
は
ぎ
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

　
ら
か
の
記
述
が
削
除
さ
れ
た
た
め
に
空
白
が
残
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
2
）
史
料
で
は
、
二
重
の
枠
線
で
囲
ま
れ
て
い
る
。

（
3
）
史
料
で
は
、
二
重
の
枠
線
で
囲
ま
れ
て
い
る
。

草
案
段
階
に
存
在
し
て
い
た
何
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（
4
）
　
前
掲
註
（
2
）
に
同
じ
。

（
5
）
　
前
掲
註
（
3
）
に
同
じ
。

（
6
）
　
C
j
5
条
か
ら
C
k
l
条
に
か
け
て
の
継
ぎ
は
ぎ
は
、
半
丁
分
に
あ
た
る
罫
紙
か
丸
ご
と
切
り
取
ら
れ
、
継
ぎ
足
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
　
附
紙
の
貼
付
位
置
が
C
j
5
条
と
C
j
6
条
の
中
間
に
位
置
し
て
い
る
た
め
、
「
本
文
之
通
増
補
仕
度
事
」
か
い
す
れ
の
条
文
を
指
し
て
い
る
も

　
の
か
、
現
時
点
で
は
確
定
て
き
な
い
。

（
8
）
附
紙
は
C
k
2
条
と
C
k
3
条
の
間
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
第
三
節
に
お
い
て
示
し
た
見
解
に
も
と
づ
く
と
、
該
附
紙
は
C
k
3
条
に

　
つ
い
て
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
9
）
　
D
1
0
条
か
ら
D
1
2
条
に
か
け
て
の
継
き
は
ぎ
は
、
半
丁
分
に
あ
た
る
罫
紙
が
丸
ご
と
切
り
取
ら
れ
、
継
ぎ
足
さ
れ
て
い
る
。

（
1
0
）
　
該
附
紙
中
、
「
或
ハ
総
監
合
炊
シ
テ
配
與
セ
シ
ム
」
と
の
記
述
に
か
か
る
よ
う
な
形
で
、
「
以
下
ワ
リ
註
之
通
阪
正
仕
度
事
」
と
記
さ
れ
た
附
紙

　
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
附
紙
の
上
か
ら
も
う
一
枚
の
附
紙
が
貼
付
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

パ　　　ハ　　　ハ　　　パ　　　ハ

15　14　13　12　11

こ
の
附
紙
は
次
丁
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
が
　
明
ら
か
に
D
1
2
条
に
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
項
目
中
に
掲
載
し
た
。

本
項
目
中
、
割
註
の
上
部
に
頭
註
が
記
さ
れ
て
い
る
。

本
項
目
中
、
一
行
目
の
上
部
に
頭
註
が
記
さ
れ
て
い
る
。

本
項
目
中
、
但
書
の
上
部
に
頭
註
が
記
さ
れ
て
い
る
。

附
紙
は
E
9
1
条
と
E
9
2
条
の
中
間
に
位
置
し
て
い
る
た
め

点
で
は
確
定
で
き
な
い
。

ハ　　　パ　　　ハ　　　パ　　　ハ

20　19　18　17　16
う
ど
二
行
分
が
欠
落
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
か
ら
推
測
す
る
に
、

、
「
本
文
之
通
増
補
仕
度
事
」
が
い
ず
れ
の
条
文
を
指
し
て
い
る
も
の
か

、
現
時

E
f
2
条
か
ら
E
9
2
条
に
か
け
て
の
継
ぎ
は
ぎ
は
、
半
丁
分
に
あ
た
る
罫
紙
が
丸
ご
と
切
り
取
ら
れ
、
継
ぎ
足
さ
れ
て
い
る
。

本
項
目
の
上
部
に
頭
註
が
記
さ
れ
て
い
る
。

本
項
目
中
、
第
三
則
の
上
部
に
頭
註
が
記
さ
れ
て
い
る
。

E
h
7
条
か
ら
E
h
8
条
に
か
け
て
の
継
ぎ
は
ぎ
は
、
半
丁
分
に
あ
た
る
罫
紙
が
丸
ご
と
切
り
取
ら
れ
、
継
ぎ
足
さ
れ
て
い
る
。

本
条
の
冒
頭
は
明
ら
か
に
文
意
が
通
ら
な
い
。
こ
れ
を
「
監
獄
則
」
の
内
容
と
比
較
し
て
み
る
と
、
罫
紙
一
行
の
文
字
数
か
ら
考
え
て
、
ち
ょ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、
史
料
で
は
E
h
9
条
の
冒
頭
「
ル
ニ
其
…
」
か
ら
、
罫
紙
が
改
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
元
々
は
前
丁
に
E
h
9
条
の
冒
頭
二
行
が
記
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
継
ぎ
は
ぎ
に
よ
っ
て
E
h
8
条
の
末
尾
に
割
注
を
追
加
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し
た
際
、

ハ　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　ハ　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　　パ　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　　　

32　31　30　29　28　27　26　25　24　23　22　21

　
　
そ
れ
ら
二
行
分
の
記
述
が
脱
漏
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

史
料
で
は
、
E
j
2
条
と
E
j
3
条
の
間
に
は
改
行
が
な
い
。

本
項
目
の
上
部
に
頭
註
が
記
さ
れ
て
い
る
。

史
料
で
は
こ
こ
で
改
行
さ
れ
て
お
り
、
「
獄
衣
…
」
以
下
は
次
の
項
目
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

本
項
目
の
上
部
に
頭
註
が
記
さ
れ
て
い
る
。

史
料
で
は
、
「
有
幾
万
両
」
の
部
分
に
一
二
点
が
施
さ
れ
て
い
る
。

本
項
目
の
上
部
に
頭
註
が
記
さ
れ
て
い
る
。

本
項
目
の
上
部
に
頭
註
が
記
さ
れ
て
い
る
。

史
料
で
は
、
H
1
か
ら
H
n
に
か
け
て
二
段
組
み
で
記
さ
れ
て
い
る
。

史
料
で
は
、
H
1
2
条
と
H
1
3
条
と
が
改
行
さ
れ
ず
に
続
い
て
い
る
。

本
項
目
の
上
部
に
頭
註
が
記
さ
れ
て
い
る
。

本
項
目
中
、
「
支
」
お
よ
び
「
干
支
」
と
記
さ
れ
た
二
箇
所
の
上
部
に
、
頭
註
が
記
さ
れ
て
い
る
。

史
料
中
の
「
局
印
」
、
お
よ
び
こ
れ
を
囲
む
枠
線
は
朱
書
き
で
あ
る
。
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